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平成３１年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：平成３１年３月７日（木曜日） 午前９時５５分～午後１時５５分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（７人） 

委員長   ７番 石 塚   柏    副委員長   ３番 三 浦 常 男 

 委 員  １４番 後 藤   健    委 員  １５番 佐 藤 育 男 

 委 員  １６番 古 谷 武 美    委 員  １８番 佐 藤 芳 雄 

 委 員  ２０番 橋 本 五 郎 

 

欠席委員（０人） 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（０人） 

 

説明のため出席した者  

建設部長     古 屋 利 彦                      

道路河川課長   佐 藤 勇 孝    道路河川課参事  鈴 木 正 人  

用地対策課長   伊 藤 滋 泰    用地対策課参事  田 中 勲 男  

都市管理課長   今   和 則    都市管理課課長待遇 矢 野 良 和  

都市管理課参事  京 野 和 明    都市管理課参事  有 明   徹  

建築住宅課長   讃 岐 敬 司    建築住宅課参事  小野地 紀 子  

災害復旧事務所長 進 藤 孝 雄    災害復旧事務所副所長兼復旧課長 小 松 春 一  

神岡支所農林建設課長 岩 根 浩 幸    西仙北支所農林建設課長 田 村 一 彦  

中仙支所農林建設課長 斎 藤 秋 彦    協和支所農林建設課長 稲 葉 久 則  

南外支所農林建設課長 佐 藤 祐 子    仙北支所農林建設課長 佐 藤 治 彦  

太田支所農林建設課長 野 中 正 幸                      

 

議会事務局職員出席 

主 幹    冨 樫 康 隆 
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審査議案等 

第１  議案第１８号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第２  議案第１９号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

第３  議案第２７号 建設部に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条 

例の整備に関する条例の制定について 

第４  議案第３３号 大仙市災害危険区域に関する条例の制定について 

第５  議案第３４号 市道の路線の認定、廃止及び変更について 

第６  議案第３６号 平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第８号） 

第７  議案第４４号 平成３１年度大仙市一般会計予算 

第８  議案第６２号 平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第９号） 

 

午前９時５５分 開  会 

 

○委員長（石塚 柏） おはようございます。 

定刻より５分ほど早いようですけど、皆さん大変お忙しい方々ばっかりですので、

早めに切り上げていってはどうかと思います。 

今年度も雪も少なかったし、仕事の方も順調に、皆様方のご努力をおかげで進ん

でおるようでございます。最後、今日、引き締めて我々も頑張ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは早速、審査に入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

ただ今より、建設水道常任委員会を開会いたします。 

今次定例会で当委員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり１

日目に建設部及び災害復旧事務所、２日目に上下水道局の順で審査いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

なお、説明は簡潔にお願いをいたします。 

また、正確な会議録の作成のため、発言をする際は委員長の許可を得た後で、マ

イクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは審査に入る前に、ご挨拶をお願いいたします。古屋

建設部長。 

○建設部長（古屋利彦） あらためまして、おはようございます。 
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  建設水道常任委員の皆様には会期中のお疲れのところ、常任委員会を開催いただ

きまして、ありがとうございます。 

  昨年度の豪雪から今冬は暖冬となりまして、過ごしやすい日々が続いております。

２月中旬以降は、１センチメートルの積雪を２地域で観測したのみとなっておりま

す。記録を見ますと、市平均ですが、降雪量は３８９センチメートルで昨年度の５

０パーセント、除雪の出動回数ですが、１９回で昨年度の約６割となっております。

なお、この数値はどちらも平年値を下回っております。しかしながら、道路舗装面

の損傷ですが、早くから目立ってきておりまして、現在、その補修を実施している

ところでございます。引き続き、利用者が安全に通行できますよう、道路補修の早

期の実施に取り組んでまいります。 

  さて、今次定例会では、平成３１年度の当初予算案につきましてご審議をお願い

するものでありますが、建設部では昨年に引き続まして、道路、公園、市営住宅な

ど、公共施設の既存ストックを適切に管理しながら長寿命化を図っていく。そうい

うことに重点を置きまして、予算編成に当たっております。 

  各課の取り組みといたしましては、道路河川課におきましては、特に「持続可能

な道路維持体制の構築」といたまして、直営施工による機動的な舗装補修等の実施

体制を強化するとともに、社会資本整備総合交付金事業を活用しました道路改良、

橋梁の長寿命化対策及び通学路歩道整備事業などを実施するほか、大雨による浸水

対策としての水害対策事業を引き続き、実施いたします。 

  用地対策課におきましては引き続き、国土調査の実施及び未登記道路の解消に努

めてまいります。 

  都市管理課におきましては、はなび・アムに隣接する丸子川左岸の堤防歩道を整

備するほか、各地域の公園の維持管理を実施いたします。 

  また、建築住宅課におきましては引き続き、住宅リフォーム支援事業を実施する

ほか、各地域の市営住宅の維持管理を実施いたします。 

  本日、ご審議をお願いいたします案件でありますけれども、消費税法及び地方税

法の一部改正に伴う案件を含む条例改正案７件と新たに制定する条例案１件、また、

市道路線の認定及び廃止案件のほか、平成３０年度一般会計補正予算案４件及び平

成３１年度一般会計当初予算案についてでございます。 

  各案件につきましてはこの後、担当課長からご説明申し上げますので、よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 
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○委員長（石塚 柏） それでは早速、建設部関係の審査に入ります。 

はじめに議案第１８号、大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 議案第１８号、大仙市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、ご説明いたします。 

  資料ナンバー１、議案書の５６ページと５７ページをお開き願います。 

 本議案は、占用期間が１カ月未満の道路占用に関する道路占用料が消費税の課税

対象であるため、道路占用料として消費税等相当額を加えた額を徴収するように改

正するもので、算定した占用料が１００円未満の場合は１００円とするものであり

ます。 

なお、この条例は交付の日から施行するものであります。 

 以上、議案第１８号、大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第１９号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今都市管理課長。 
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○都市管理課長（今 和則） それでは議案第１９号、大仙市公園条例の一部を改正

する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

   資料ナンバー１、議案書の５８ページから６２ページ、それからＡ３判の資料、

都市－１の１ページを併せてご覧願います。 

  第１条は、太田地域の公園使用料について、合併前の旧太田町の使用料をそのま

ま引き継いで別に規定されており、他地域の使用料と統一するため、これを廃止す

るものであります。また、西仙北地域の大佐沢公園で供用しているバッテリーカー

について、平成２９年の大雨災害により保管庫が倒壊したため、保管していたバッ

テリーカーが損壊し、修復不可能となったことから、これを廃止するものでありま

す。 

 第２条は、市内スポーツ施設の料金体系の統一などに伴い、テニスコート、野球

場などのスポーツ施設として供している公園の使用料の額や利用区分を見直し、併

せてグラウンド・ゴルフ場の使用料については、利用者の利便性の向上を図るため

に、シーズン券の料金を新たに規定するものであります。また、消費税法及び地方

税法の一部が改正され、平成３１年１１月１日から消費税及び地方消費税の税率が、

合わせて１０パーセントに引き上げられることに伴い、使用料等の額を改定するも

のであります。 

 資料、都市－１の１ページの右の表をご覧願います。 

スポーツ施設の料金体系統一などの内容でございますが、全市のスポーツ施設を

対象として、野球場、テニスコートなどの施設ごとに施設の設備に応じてグループ

化し、これまでまちまちだった使用料と使用単位を統一するものであります。 

  施行期日は、条例中、第１条の規定については平成３１年４月１日から、第２条

の規定については平成３１年１１月１日から施行するものです。 

 なお、第２条の規定による改正後の大仙市公園条例、別表第３及び別表第４の規

定は、施行日以降に行う利用の許可に係る使用料及び占用の許可に係る占用料につ

いて適用し、同日以前に行う許可に係る使用料及び占用料については、所用の経過

措置を設けるものであります。 

 以上、議案第１９号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 
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これより、討論を行います。討論はございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第２７号、建設部に係る消費税法及び地方税法の一

部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。はじめに、今都市管理課長。 

○都市管理課長（今 和則） それでは議案第２７号、建設部に係る消費税法及び地

方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、都市管理課

に関わる条項について、ご説明申し上げます。 

 資料ナンバー１、議案書の１１９ページから１２１ページをお願いいたします。 

 本案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、平成３１年１０月１日から消

費税及び地方消費税の税率が、合わせて１０パーセントに引き上げられることに伴

い、建設部が所管する公共施設の使用料などの額を改正するものであります。 

 都市管理課に関わる条項は、第１条の大仙市駐車場条例、第２条の大仙市大曲駅

前自転車駐車場条例でありまして、これら２本の条例に規定する公共施設の使用料

等の額を改定するものでございます。 

 施行期日は、いずれの条例も平成３１年１０月１日とするものであります。 

  なお、使用料の額の計算に当たっては、現在の使用料等の額に消費税及び地方消

費税分の１０パーセントを転嫁するものですが、原則として、計算後の額に１０円

未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて処理しております。 

 以上、議案第２７号、建設部に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定につきまして、都市管理課に係る条項をご説明申し

上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、次に、讃岐建築住宅課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 引き続きまして、同条例案の制定について、建築住宅

課に関わる条項について、ご説明申し上げます。 

議案書の方は、こちらの議案書１２１ページでございます。 
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この条例の建築住宅課に関わる条項は、第３条、第４条、第５条であります。 

第３条は、大仙市営住宅条例、別表第３の改正で、市営住宅の駐車場使用料を改

正するものです。 

第４条は、大仙市営住宅に併設する貸店舗に関する条例第８条第３項の規定の改

正で、貸店舗の使用料を改正するものです。 

第５条は、大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅条例第１０条第１項の規定の改

正で、都市再生住宅の駐車場使用料を改正するものです。 

  これらは、平成３１年１０月１日に消費税及び地方消費税の税率が、合わせて１

０パーセントに引き上げられることに伴う改正であります。 

施行の期日は改正法の施行の日としており、平成３１年１０月１日とするもので

す。 

以上、議案第２７号、建設部に係る消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定につきまして、建築住宅課に関わる条項をご説明い

たしましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３３号、大仙市災害危険区域に関する条例の制定

についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。讃岐建築住宅課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） それでは議案第３３号、大仙市災害危険区域に関する

条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 
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こちらの議案書の方は１３２と１３３ページになります。説明の方は、こちらの

Ａ３判で右上に建住－１と書いた資料がありますので、こちらの方でご説明をさせ

ていただきます。 

それでは早速ですけれども、１ページ目をお開き願います。 

はじめに、１の本条例案の制定理由についてであります。 

国においては、雄物川中流部の治水対策として輪中堤を整備することとしており

ますが、当該輪中堤の建設に当たって、堤外地への建築物の建築を制限する必要が

あるため、建築基準法に基づき、本条例において、災害危険区域の指定及び災害危

険区域内における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めるものであります。 

次に、２の制定内容についてであります。 

(１)の指定範囲については、河川の出水による危険が著しい区域を災害危険区域

として、岩瀬・湯野沢地区から新強首橋までの平坦部を指定します。 

ここで恐れ入りますけれども、次の２ページに図面が載ってありますので、そち

らをご覧ください。 

緑色の傍線部分が輪中堤で、これより下流の赤い色で着色した部分が災害危険区

域に指定されます。この区域はご覧のとおり、雄物川沿いに一連堤、いわゆる連続

堤とも言いますけれども、それが完成するまでの間は無堤防区域となることから、

非常に危険な区域となっております。 

また恐れ入りますけれども、戻りまして１ページの方にまた戻っていただきまし

て、制定内容の(２)のところですけれども、ここにおける建築の制限についてであ

りますけれども、災害危険区域に指定された区域には、住宅、併用住宅、共同住宅、

寄宿舎、下宿、その他常時住居の用に供する建築物は、原則として建築できません。

このことは現在建っている住宅等についても改築、増築等を行う場合は同様です。

安全な高さまで地盤をかさ上げするなど一定の条件を満たし、認定手続きを行うこ

とで建築が可能な場合があります。 

資料の右側上段には、制限の対象となる建築物と対象とならない建築物の例を載

せております。車庫、物置小屋、工場、倉庫、店舗等は常時住居の用に供しないこ

とから、制限の対象とはならず、建築できます。また、資料中段には、住宅等で常

時住居の用に供する建築物であっても、建築可能な建築物の構造について記載して

おります。この場合の構造は、災害危険基準高、これはいわゆる計画高水位、いわ

ゆるハイウォーターレベルと呼んでますけれども、これが約３メートルに余裕高０.

６メートルを加えた高さのことをいいます。この災害危険基準高より建築物の敷地

を高くすること、または壁、柱、床などの主要構造部を鉄筋コンクリート造とし、

なおかつ災害危険基準高以下に居室を設けないこととしております。 

市ではこれらのことを確認するため、本条例において認定申請手続きを義務付け
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ております。これが、この１ページのところの（３）に記載してございます。 

３の施行の期日は、公布の日としております。予定としてはこの議案が、仮に可

決されたとした場合、３月２０日頃を予定してございます。また、同日に災害危険

区域の地名・地番を告示する運びとなっております。 

以上、議案第３３号、大仙市災害危険区域に関する条例の制定につきましてご説

明いたしましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） この条例の制定と、この区域の設定なんですけれども、「今回、

この条例を制定して、この区域を設定しますよ」ということだと思うんですけれど

も、この条例見ればまず、この区域ということは、まず書かれてないことなんです

よね。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（後藤 健） そうすれば、この条例の制定によって、例えば、ほかにこう危

険地域があれば、その指定ができるものかどうかというところ一点、まずお聞きし

たいと思います。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 今回まず、ここの区域を指定する運びになったのは、

こちらのこの緑の防波堤より上流は安全だと。下流側が非常に危険ということで、

山間部、山の部分を除いたこの雄物川に挟まれる部分を指定したということでござ

います。指定する地名・地番については、今日、実は用意して持ってきております

けれども、もしあれなら今、お配りしますけれども。 

○委員（後藤 健） いや、今回この地域が危険だということで、ここを指定すると

いうのは分かるんですけれども、例えばこの、僕、ちょっと分かんないですけれど

も、この区域から外れたところも、もっと危険なところが後から出てきたと。そう

いった場合、追加で、この条例ができたことによって追加で指定ができるかと。こ

の、例えば雄物川沿いじゃなくてもいいですよ。福部内川沿いでもいいですし。ど

こかそういう危険な箇所があった場合、同じような指定ができるかということ。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 説明会等開いて、関係者の方に説明会等開いて、ある

程度の了承を得た上で、追加で指定することは可能でございます。 

○委員（後藤 健） なるほど。もしできる場合、指定までのプロセスをちょっと聞



 

   - 11 - 

 

きたかったもので。住民説明会等開いて、指定するということですよね、じゃあ。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（後藤 健） 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。三浦副委員長。 

○副委員長（三浦常男） この指定される湯野沢地区うんぬんにおいては、大体戸数、

どれくらいの軒数あるもんだすか。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） ここの部分に関しましては、国土交通省さんとこの住

民の方とのやりとりになってまして、空き家等もいろいろあるようなんですけれど

も、詳しい数字はあまりつかまえておりませんけれども、大体３０世帯から３４世

帯ぐらいというふうに伺っております。 

○委員長（石塚 柏） 三浦副委員長、よろしいですか。 

○副委員長（三浦常男） いや、やはりこういう場合、住んでる住んでない関係なく、

実際に建物だけはカウントしておかねば。もし、なにかあった場合、「居ねからい

いよ」「居るから、それで説明できたから、できますよ」。まあ、上流の中でもあ

るように、この後、改築する場合には許可申請等あるということなってこいば、や

はり、それは完全に把握しておくのが本来の･･･。これは岩瀬地区、若干対象にな

るかと思いますが、そういうふうなとこはやはり、聞かれたときは、「これくらい

ありますよ」「この中で住んでない家も、これくらいありますよ」というくらいは

説明できる体制であってほしいなと思いますけれども。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 今後ですね、国土交通省さんとも連絡を取りながら、

軒数の方、きちんと調べていきないなと思ってございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、後ほど当局から説明ペーパーをいただいて、配付した

いと思います。 

  ほかにございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） 今、ここの湯野沢地区、いま３０戸から３４戸あるというよう

な話、聴きました。私もちょっとどういう、家屋がどういう状況なのかというのは

ちょっと私もはっきり分かりませんが、例えば、ここの住居で新築したいと、改築

したいという話あった場合に、先たの条件のように３メートルプラス、いわゆる、

それで図でいきますと、３.６メートル以下には居住区域設けられないということ

になりますよね。 
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○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（佐藤育男） そうなれば当然、建設に対してのコストも高くなるわけですよ

ね。そういった場合には、なにか市の方で、例えば建設に関してなんぼか助成する

とか、もしくは、例えばそこでなく別さ宅地を建てるというか、そういう誘導する

とかといったことは考えていますでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 輪中堤内の方に、市の方で分譲地を用意する予定とな

ってございますので、この地区に住みたい方はそちらへ、また、秋田市とかあちこ

ち行かれる方、様々かと思いますけれども、いずれにしましても分譲地を用意する

予定でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○委員（橋本五郎） 讃岐課長、あれだべ、今、この条例でやっている所が、新たに

物を建てられないと。建てるならば、こういう規格の中で物を建てなさいよという

意味の条例改正でしょ。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（橋本五郎） 新たには、普通の家は、そこさは宅地としては建てられないと

いう意味での条例でしょ。そう喋ればいいなよ。今、新たに移転するどこは、集団

の１１戸のあれは、今、団地を造ろうとしているんだから、そういう家はそういう

ところさは、新たに建てるという人は、そういうところと今の条例に制定された場

所には建てられないということでしょ。端的に言えば。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（橋本五郎） だから、そう言えば、もの分かるのよ。 

○委員長（石塚 柏） 課長、橋本委員から今、意見ありましたけど、それを踏まえ

て、ちょっと発言してもらえます。説明してもらえませんか。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 赤く、ピンク色に塗ったところの災害危険区域には、

原則として居住の用に供する建築物は建てられないという条例でございます。しか

しながら、かさ上げするとか、鉄筋コンクリートで造ったりする場合、そういった

特別な場合は認定申請手続きを経て建てることが可能ですけれども、原則としては、

このピンク色のところは、居住の用に供する建築物は建てられませんということで

ございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

佐藤委員、なんかございませんか。 
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○委員（佐藤育男） すいません。申し訳ねえすな。建てられないということですか。

そういうんじゃなくて、条件をクリアできれば建てられる。だから、建てられない

じゃなくて、建てれるんですけども、条件ありますよということですか。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員（佐藤育男） んだすよね。建てられないんではないですよね、おそらく。分

かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい。讃岐課長、よろしいですか。いいですか。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はい。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） これ今、説明聞きましたけれども、これ解除は、なる予定はあ

りますか。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 住民説明会のときも同じような質問がございまして、

一連堤が完成した場合は解除しますというような回答を、住民説明会のときにさせ

ていただいております。 

○委員（古谷武美） それは大体いつ頃というのは。ずっと先のことですか。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 一連堤が完成するのは、ちょっと私、分からないとい

うかですね、お答え･･･。 

○委員長（石塚 柏） はい、古屋建設部長。 

○建設部長（古屋利彦） 説明会のときも国交省の担当者が出席しております。それ

で、はっきり言いますと未定ということで。特に計画、最終何年度までという提示

はございませんでした。 

○委員（古谷武美） 分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３４号、市道の路線の認定、廃止及び変更につい

てを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。佐藤道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 議案第３４号、市道の路線の認定、廃止及び変更につ

いて、ご説明いたします。 

  資料ナンバー１、議案書につきましては１３４ページから１３７ページになりま

す。また、お手元にお配付しておりますＡ３横の資料、道路－１の１ページを併せ

てお開き願います。 

 本議案は、道路法第８条第２項並びに第１０条第３項の規定に基づき、市道の路

線の認定、廃止及び変更をするものです。 

 議案書の１３５ページをお開き願います。 

今回、認定する路線について、路線番号と路線名、起終点と総延長及び実延長を

記載しております。 

１３６ページと１３７ページには、廃止する路線及び変更する路線の一覧を記載

しております。 

 資料、道路－１の１ページをお願いいたします。 

  この表は、市道路線の認定、廃止及び変更に関する地域ごとの内訳であります。

認定する路線は１２路線で、実延長が５,２９１.９９メートル、廃止する路線は１

３路線で、実延長が５,４７５.３０メートル、変更する路線は２路線で、実延長が

２０５.１０メートルです。これにより、市道の認定路線数は６,５８６路線、実延

長は３１６万２,４８９.２４メートルとなります。 

 次に２ページをお願いいたします。 

地域別に認定と廃止の理由について記載しております。 

  ３ページから８ページまでは、各地域の認定、廃止する路線の位置図を示してお

ります。認定する路線は赤書き、廃止する路線は青で着色してございます。 

  ９ページ目から１０ページ目までは、各地域の変更する路線の位置を緑で示して

おります。 

  ２ページに戻っていただきまして、異動理由でございますが、大曲地域につきま

しては、大曲駅東口ロータリー整備に伴う廃止・認定が駅東線１路線であります。

また、開発行為に伴う異動により、新路線として認定するものとして、錨３号線と

福住町団地２号線の２路線であります。次に、公衆用道路としての役割を見直した
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ことにより終点が変更になることに伴う廃止・認定が前村４号線の１路線でありま

す。 

 神岡地域につきましては、間倉築堤整備に伴い、市道の付け替えによる廃止・認

定が館の西２号線の１路線と、館の南・館の西線は変更で１路線であります。また、

国道１３号側道一部移管に伴う廃止・認定が嶋高花線の１路線であります。 

太田地域につきましては、ほ場整備に伴い、美郷町との市町村境界変更に伴い廃

止する路線は９路線であります。また、認定する路線は狐柳吉清水線、吉沢杓子柳

線、下立石１号線、杓子柳後町線、杓子柳２号線、杉向上立石線の６路線でありま

す。そしてもう１路線は、災害復旧に伴い迂回路を設けたことによる変更が、真木

線の１路線であります。 

 以上、議案第３４号、市道の路線の認定、廃止及び変更についてご説明申し上げ

ましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 非常に単純な話なんですけれども、この太田の美郷町との境界

変更に伴う異動ということですけれども、これはどういうあれですかね、その道路

が･･･、市の面積が変わるということですか。それともこの･･･、その辺ちょっと、

詳しく教えていただけますかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） ほ場整備によりまして面工事が行われ、道路の付け替

えが伴います。それによって町村界を新たに変更することよって、市道の廃止・認

定が出てくるということです。 

○委員（後藤 健） 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第

８号)のうち、建設部関係の予算について議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐藤道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） それでは議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計

補正予算(第８号)のうち、道路河川課所管分について、資料ナンバー２、平成３０

年度補正予算書①と、資料ナンバー２－１、事業説明書により、ご説明申し上げま

す。 

 はじめに、繰越明許費の設定について、ご説明申し上げます。 

資料ナンバー２、補正予算書の６ページをお開き願います。 

 ８款２項 道路橋りょう費、橋りょう長寿命化対策事業費につきましては４,９７

３万円を 通学路歩道整備事業費につきましては１,４０１万９千円を、４項 住宅費、

岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業費は１,７８２万円の繰越明許費をお願いするもので

あります。それぞれの繰り越し理由としては、橋りょう長寿命化につきましては、

丸子橋の橋梁補修工事の支障となるＮＴＴ占用物件につきまして、占用者が行う移

設工事に不測の期間を要し、年度内移設が困難となったことによるものであります。

次に通学路歩道整備事業費につきましては、県の事業との調整協議に不測の期間を

要したことによります。岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業費につきましては、降雪に

より宅地造成地の盛土及び敷き均しの施工が困難なため、繰り越すものであります。 

次に、補正予算書の２１ページをお開き願います。 

 ８款２項２目 道路維持費、１２事業 除雪対策費は、国庫支出金の確定に伴い、

２,４８６万６千円の財源振替をお願いするものでございます。 

次に、事業説明書の２９ページを併せてお開き願います。 

 ４項２目１５事業、岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業費は５,２９２万２千円の減額

補正をお願いし、補正後の額を４,４０９万円とするものであります。財源内訳につ

きましては･･･、 

（「事業説明書の何ページ」と呼ぶ者あり） 

○道路河川課長（佐藤勇孝） あっ、１３ページです。すいません、申し訳ないです。

間違えました。それではもう１回。 

４項２目１５事業、岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業費でありますが、５,２９２万

２千円の減額補正をお願いし、補正後の額を４,４０９万円とするものであります。

財源内訳につきましては、一般財源を減額しております。 

 今回の補正は、当地区の造成事業につきまして業務委託料、公有財産購入費、補
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償補塡及び賠償金の確定に伴う減額補正と、工事請負費につきましては盛土材供給

先を、当初計画地では１立米当たり２,１００円という単価を見込んでおりましたが、

西仙北強首地内の供給先に変更したことにより、１立米当たり１００円となったこ

とにより、５,１７０万７千円の減額となったことが大きな理由となったものであり

ます。 

  以上、議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第８号)のうち、道

路河川課所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

  以上で議案第３６号のうち、建設部関係予算についての質疑を終了いたします。 

  なお、本件に関する討論及び採決は、災害復旧事務所関係の審査終了後に行いま

す。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６２号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第

９号)のうち、建設部関係の予算についてを議題といたします。 

はじめに、道路河川課所管の説明を求めます。佐藤道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） それでは議案第６２号、平成３０年度大仙市一般会計

補正予算(第９号)のうち、道路河川課所管分について、資料ナンバー４、平成３０

年度補正予算書②、それから資料４－１、事業説明書並びにＡ３横の資料、道路－

２によりご説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、国の２次補正に伴うもので、内容といたしましては、

除雪機械購入費と橋りょう長寿命化対策事業費の２件となりますが、このほかに道

路維持管理費と道路改良事業費へも国の補正がありましたが、現計予算で対応でき

ることから今回の補正には計上してございません。 

それでは補正予算書の１１ページと、事業説明書の７ページを併せてお開き願い

ます。 

 はじめに、事業説明書の除雪機械購入費について、ご説明いたします。 

  １４事業、除雪機械購入費は６３６万５千円の増額補正をお願いし、補正後の額

を１億２,５０６万９千円とするものです。現計予算の請負差額による残額がござい

ますので、不足分についての補正となります。財源内訳といたしましては、国庫支
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出金として防災・安全社会資本整備交付金４２４万３千円を、市債として除雪機械

整備事業債２００万円をそれぞれ増額し、一般財源として１２万２千円を充当して

おります。 

 今回の補正予算は、協和地域の除雪グレーダと仙北地域の除雪ドーザ購入に要す

る経費で、増額補正をお願いするものであります。 

  事業説明書の下段の方に規格等記載してございますので、参照願います。 

  なお、４,８６６万１千円につきましては、繰越明許費の設定をお願いするもので

あります。繰越明許費の設定につきましては、補正予算書については４ページの方

に記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

   次に、事業説明書の８ページをお願いいたします 

６目１５事業、橋りょう長寿命化対策事業費(社会資本整備総合交付金事業)は２,

５４５万５千円の増額補正をお願いし、補正後の額を２億１,４５７万７千円とする

ものであります。財源内訳としましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整

備交付金１,５１２万円、市債として橋りょう長寿命化対策事業債９,８００万円を

増額し、一般財源として５３万５千円を充当しております。 

 事業内容としましては、大曲地域の下深井にあります旧１３号線のＪＲに架かっ

ている大曲跨線橋の耐震補強工事を行うもので、こちらにつきましても繰越明許費

の設定を４,９７３万円から７,５１８万５千円に、設定の変更を併せてお願いする

ものです。 

  以上、議案第６２号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第９号)のうち、道

路河川課所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

  はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） この除雪機の購入ですけれども、この購入する機械が書かれて

ますけれども、経過年数が３１年・３２年というふうになってますけれども、これ

見通しとして、何年ぐらい今後使えるのかという見通しあれば、お聞かせ願います。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） あの、更新する機械のこと。 

○委員（後藤 健） はい、はい。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 機械の耐用年数としては概ね２５年から３０年という

ふうに考えてますけれども、いずれにして大仙市の今、使用している除雪機械はか

なり年数が経過しておりますので、やはり、今のようなペースで更新するんじゃな

くて、もう少し早いペースで更新していかないと、なかなか故障に対する修繕費が
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かさんでくるという状況が発生するものと考えております。 

○委員（後藤 健） ああ、すいません、勘違いしてましたね。更新、古い機械が３

１年・３２年ということですね。ああ、すいません。でも、この新しく買う機械と

いうのは当然、いわゆる除雪機械の耐用年数の２５年にはまだ達していないものな

んですよね。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） これは新車として購入する。 

○委員（後藤 健） ああ、新車。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） はい、そうです。 

○委員（後藤 健） ああ、すいません、完全に勘違いでした。なんで中古だと思っ

たんだ。 

○委員長（石塚 柏） よろしいですか。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 今のこの古い機械の方なんですけれども、これはよく、なんだ、

ネットとか載って公売とか、下取りさせるんですか。それとも買ってもらうという

か。どのような感じでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 古い機械については、基本的には下取りというかたち

で。 

○委員（古谷武美） この当然、これは、この金額は下取りを見込んだ金額というこ

とですね。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 入札の時に、購入金額から下取り額を引いた額で。 

○委員（古谷武美） 分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

○委員（古谷武美） はい。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） ほかになければ、質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に用地対策課所管の説明を求めます。伊藤用地対策課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） それでは、用地対策課関係の平成３０年度３月補正予

算について、ご説明申し上げます。 

資料ナンバー４の平成３０年度大仙市補正予算[３月補正②]の１０ページをお願

いします。説明につきましては、事業説明書で説明させていただきます。説明資料

のナンバー４－１の６ページをお願いします。 

６款１項９目１０事業の国土調査事業費(補助分)であります。この予算につきま

しては、国の補正予算に伴いまして、地籍調査事業を継続して実施する協和・西仙
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北地域の補正予算内容であります。太田地域も同様に事業を継続して実施しており

ますが、今回の国の補正予算の対象にならなかったことから、太田につきましては

平成３１年度の当初予算での説明とさせていただきます。 

 それでは、補正前の額がゼロ。それから補正額が９６０万円。補正後の額が９６

０万円であります。財源内訳としましては、県支出金が７２０万円、それから一般

財源が２４０万円となっております。 

目的及び目標につきましては、自然災害リスクを踏まえた防災・減災・国土強靱

化、いわゆる３カ年緊急対策を目的とした国の補正予算に伴いまして、防災事業の

円滑化や災害発生後の普及・復興の迅速化を進めるため、被災想定区域における地

籍調査事業を実施するものであります。補正をお願いする協和・西仙北地域につき

ましては、それぞれ土砂災害危険区域、洪水想定区域と被災想定区域に該当する箇

所を実施することとしております。 

次に、実績と成果でありますけれども、平成２６年度からの実施状況を載せてお

ります。事業量、事業費ともに減少傾向でありますが、災害発生時にこの事業の成

果を活用することで迅速な復旧が図られることから、今後も県と協議しながら新技

術の導入も取り入れながら、効率的に調査を進めていくこととしております。また、

これまでの事業の進捗率につきましては、２９年度末で西仙北地域については８１.

６パーセント、それから協和地域につきましては８６パーセント、それから太田地

域につきましては７４.８パーセントとなっております。 

課題・問題につきましては、未実施地域(旧大曲市)及び休止地域(旧中仙町)の事

業の着手について、今後検討したいと考えております。 

今後の方向性と３０年度事業の概要についてでありますが、この事業は２カ年の

工程に分かれております。１年目の工程が現地における調査・測量、それから２年

目が面積計算、図面等の作成となっております。概要につきましては表にまとめて

おりますが、左側に掲載している事業費、２９年繰り越しについては、今年度事業

分の内訳であります。これにつきましては、１年目の工程である調査・測量を終え

ております。また、右側に掲載しているのが、今回補正をお願いする西仙北・協和

地域の事業概要であります。今回の国の補正予算は、１年目の工程分である現場で

の調査・測量関係のみでありまして、２年目の工程である内部作業については太田

地域同様、３１年度の当初予算での説明とさせていただきます。それぞれの事業概

要ですが、西仙北地域については、大字寺館、北野目、刈和野の各一部を実施予定

であり、調査筆数が４７５筆、調査面積が０.１２平方キロメートル、約１２町歩で

あります。また、協和地域については、大字協和船沢の一部を実施予定でありまし

て、調査筆数が６６筆、調査面積が０.２８平方キロメートル、約２８町歩であり、

事業費合わせまして９６０万円であります。追加配分されました９６０万円につき
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ましては、繰越明許費の設定についてお願いするものであります。今後の方針とし

ましては、現在事業を実施中の地域については、事業の実施方法等について改善し

ながら継続して事業を進めるとともに、国土調査促進特別措置法に基づき、今後作

成される国土調査事業十箇年計画の第７次計画を見据えまして、未実施の地域を含

めた全市の実施計画を策定した上で、優先度を見極めまして、効率的に調査を進め

ていくこととしております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認いただきますよう

お願い申し上げます。以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい。討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、建設部長。 

○建設部長（古屋利彦） すいません。先ほど、今の第６２号の道路河川課の説明の

中で、ちょっと訂正がございまして、発言してもよろしいでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 先ほどの古谷委員の質問に対しまして、古い機械につ

いては全て下取りというお話をしましたが、補助事業上は、下取りの価格を引いた

価格で補助金の請求をしてます。でも実際には所管替えをして、財政課管財担当に

所管替えをして、売り払いをしております。 

○委員長（石塚 柏） 古谷委員、よろしいでしょうか。 

○委員（古谷武美） はい。 

○委員長（石塚 柏） はい、それではこの際、暫時休憩をいたします。再開は１１
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時５分といたします。 

 

（ 午前１０時５５分 休 憩 ） 

 

（ 午前１１時０７分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） それでは休憩前に引き続き 委員会を再開いたします。 

次に議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算のうち、建設部関係の予算

についてを議題といたします。 

はじめに、道路河川課所管の説明を求めます。佐藤道路河川課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） それでは議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計

予算のうち、道路河川課所管分について、ご説明申し上げます。 

  説明資料は資料ナンバー３、当初予算書と建設部の主な事業の説明書、それから

建設部関連事業説明書 附属資料と平成３１年度当初予算概要をお願いいたします。 

 各事業の説明をいたしますが、説明に用います主な事業説明書については、政策

経費を中心に作成しており、その他の事務費や負担金、あるいは義務的経費等につ

いては資料、平成３１年度当初予算概要にその概略を記載してございますので、よ

ろしくお願いいたします。予算概要書の備考欄に、事業説明書と記載のある補助・

単独・債務負担行為分、合わせまして１０事業についての説明とさせていただきま

す。また、内容につきましては、例年と変わらない部分については説明を割愛させ

ていただき、新たな取り組み点、取り組み箇所を重点的に説明させていただきます。 

 はじめに、事業説明書は７－２ページをお開き願います。当初予算書は９７ペー

ジと９８ページになります。 

  はじめに、８款２項２目 道路維持費、１０・１１・１３事業 道路維持管理費(単

独分・債務負担行為分・社会資本整備総合交付金事業)は４億３,３８１万円であり

ます。内訳でありますが、単独分といたしましては３,７５５万６千円の減、債務負

担分といたしましては同額であり、社会資本分は１億１,５１１万６千円の減であり、

合わせて１億５,２６７万２千円の減であります。財源内訳といたしましては、国庫

支出金として防災・安全社会資本整備交付金１,９６４万７千円と、道路整備事業債

７,３１０万円、その他として法定外公共用財産使用料と地域振興基金繰入金合わせ

て４０４万５千円を充当しております。 

 事業の目的及び目標と、これまでの実績と成果につきましては、事業説明書中段

に記載のとおりであります。 

 幹線道路につきましては路面性状調査に基づき、交付金事業を活用して路面修繕
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事業を拡大してまいります。実施路線は４地域の５路線としております。また、緊

急輸送路上の道路照明灯のＬＥＤ化事業として、１９基のＬＥＤ化をあわせて実施

いたします。また、市単独事業の予算の配分につきましては、全市的に優先順位の

高い路線から工事を実施する路線選定方式に加え、工事費のほか維持修繕費や原材

料費等については地域の実情を考慮した配分とし、適切な道路維持を図ってまいり

ます。昨年度から、直営舗装班中央に加え、東部・西部の３班体制として、市内全

域の舗装修繕のスピードアップを図ってまいりました。各班の管轄範囲としまして

は、大曲・道路維持センターを拠点とする直営舗装班は全域をカバーし、中仙支所

を拠点とする東部パッチング班は大曲・中仙・仙北・太田をカバーし、西部のパッ

チング班は西仙北支所を拠点として、神岡・西仙北・協和・南外をカバーしていき

ます。平成３１年度は、路面修繕を昨年の３.３倍、緊急修繕用常温合材を１.４倍

に増やし、生活道路の補修保全スピードを加速させてまいります。 

  資料の、平成３１年度当初予算(案) 建設部関係事業説明書の附属資料をお開き願

います。 

 資料１ページには、平成３１年度 道路改良及び道路維持事業費 路線別一覧表に

は道路維持や道路改良事業の路線名や事業費などを、各地域ごとに単独・債務負担

・交付金事業で分類して記載しております。この中で、薄茶色で示されている部分

が道路維持事業分であります。 

 また、附属資料の２ページから９ページまでは、各地域ごとの道路維持管理事業

の施工位置図を添付しておりますので、ご参照願います。凡例のとおり、赤は単独

分、青は債務負担行為分、緑が社会資本整備総合交付金分であります。 

 次に、事業説明書は７－３ページをお開き願います、当初予算書は９７ページで

ございます。 

   ２目１２事業、除雪対策費は１１億５,０１４万６千円で、７８２万９千円の減額

であります。財源内訳としましては、国庫支出金として社会資本整備総合交付金１

億円と、県道除雪委託金３,０４４万６千円などを充当しております。 

平成２９年度から、標準的な排雪経費を含む除雪対策関連予算について、当初予

算に一括して計上しております。ただ、降雪状況は年々変化しておりますので、降

雪状況を検証し、これを踏まえ、不足を生じた場合には適切な対応をとることとし

ておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 ３１年度は、大曲地域を含む全地域でのＪＶ化を実施して、作業の効率化とオペ

レーターの技術と知識の継承を図るとともに、引き続き道路維持との包括発注を実

施してまいります。また、除雪業務委託の業者選定に当たっては引き続き、プロポ

ーザルによる業者選定方式を採用して、契約の透明性の確保をしてまいりたいと考

えております。 
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続きまして、７－４ページをお願いいたします。 

２目１４事業、除雪機械購入費は９,９７９万５千円で、１,８９０万９千円の減

額であります。財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整

備交付金６,６５３万円、市債として除雪機械整備事業債３,３２０万円を充当して

おります。 

 更新する機械につきましては、附属資料の１０ページになります。附属資料の１

０ページに写真付きで表記しておりますので、お開き願います。 

  購入する機械を黄色で、更新する機械を水色で表示しております。神岡地域はロ

ータリ除雪車２.２メートル級、協和地域にはハンドガイドロータリー２２馬力と除

雪ドーザ１４トン級、南外地域には除雪ドーザ１４トン級、仙北地域に除雪ドーザ

１１トン級、合計５台を購入することとしております。購入予定の機械の規格と配

備する地域・金額と、更新対象機械の経過年数と累計修理金額等について、１０ペ

ージに記載のとおりとなっております。 

 次に、事業説明書の７－５ページをお願いいたします。 

   ２目６０事業、消雪施設等補助金は昨年同額７９６万円であります。 

 本事業は、冬期間の通行確保のため、組合等が実施する消雪施設の整備を促進し、

安全・安心で快適な生活を確保することを目的に、補助要綱に基づき事業費の一部

を補助するものであります。 

 ３１年度事業の概要といたしましては昨年同様、消雪施設の新設を２件、更新を

３件、揚水施設の更新を３件の申請件数を見込んで、補助金の金額を計上してござ

います。 

次に、事業説明書７－６ページをお願いいたします。 

   ４目 道路新設改良費、３２・４０事業 道路改良事業費(単独分・社会資本整備総

合交付金事業分)は１億１,４０３万８千円であります。内訳でありますが、単独分

といたしまして５６０万８千円の減、社会資本分は５,７７２万４千円の増であり、

合わせて５,２１１万６千円の増であります。財源内訳といたしましては、国庫支出

金として社会資本整備総合交付金３,５１１万２千円を、道路整備事業債は７,４４

０万円を充当しております。 

 社会資本整備総合交付金事業の概要でありますが、幹線道路の整備として、仙北

地域の高梨堀見内線の用地買収と改良事業を行うこととしております。道路河川課

所管分の事業費につきましては１,０８３万８千円となります。 

単独事業につきましては、緊急性の高い消雪施設整備に重点を置くこととしてお

り、大曲地域、神岡地域、西仙北地域の消雪施設整備を行うこととしており、仙北

地域の用地買収及び太田地域２路線の用地買収を行い、事業の促進を図ってまいり

ます。事業費は２,９２１万４千円を計上しております。 
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  附属資料の１１ページから１５ページに位置図を載せておりますが、赤が単独で、

緑が社会資本整備分でございます。 

 次に、事業説明書の７－８ページをお願いいたします。   

  ６目 橋りょう維持費、１５事業 橋りょう長寿命化対策事業費(社会資本整備総

合交付金事業)は２億円であります。財源内訳といたしましては、国庫支出金とし

て防災・安全社会資本整備交付金１億１,８８０万円と、市債として道路橋梁長寿

命化対策事業債６,６８０万円を充当しております。 

 事業は橋梁長寿命化修繕計画に基づき、優先順位を決め実施することとしており、

平成３１年度は大曲地域の大曲こ線橋、協和地域の上ノ山橋、合貝こ線橋の補修設

計と、大曲地域の伊豆見橋と協和地域の上荒川橋の補修工事、並びに２６８橋の定

期点検を実施するものです。 

  今後の方向性としましては、橋梁点検車を必要としない橋長５メートル以下の橋

梁については、職員の技術向上を図り、直営による点検を実施してまいりたいと考

えております。 

 次に、事業説明書７－９ページをお開き願います。 

   ８目１事業・２事業、交通安全施設整備費(単独及び債務負担行為分)は４,２９３

万５千円であります。財源の内訳でありますが、単独分といたしまして７４万８千

円の減、債務負担分は同額であり、合わせて７４万８千円の減となります。 

  交通安全施設整備費につきましては、これまで道路河川課が実施する区画線の設

置と、環境交通安全課が実施する通学路グリーンベルト設置事業がありましたが、

グリーベルトの新設が一通り完了したことから、定期的な引き直しが主になります

ので、両事業を統合して、安全確保の面で効果促進を図るものとしております。ま

た、各地域ごとに発注していた区画線設置について債務負担行為を設定し、道路河

川課で一括発注することにより、早期発注・早期完成を図ってまいります。 

 主な内容は下段の表に記載しておりますが、区画線及びグリーンベルト更新を行

うための工事請負費として、通常分・債務負担分合わせて３,９００万円のほか、転

落防止柵や防犯灯、カーブミラーの設置費等を計上しております。 

 続きまして、事業説明書７－１０をお開き願います。  

８目６事業、通学路歩道整備事業費(社会資本整備総合交付金事業)は３,０３８万

２千円であります。財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資

本整備交付金１,８０４万７千円、市債として道路整備事業債１,１９０万円を充当

しております。 

 この事業は、これまで実施してきた通学路緊急合同点検や通学路安全パトロール

の結果を踏まえ、安全・安心な通学路を確保するために通学路の整備等を行うもの

であります。 
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  国の予算編成方針においても、通学路整備事業は重点配分施策事業に位置付けら

れており、市としても、継続事業の早期完成を目指してまいりたいと考えておりま

す。３１年度は、継続して実施してきた大町通線、久保関古舘線、高野中山線の歩

道整備工事について実施し、早期の完成を目指してまいりたいと考えております。

また、平成２９年度より開始している大曲地域の大町通線については、引き続き、

通行する車両の速度低下対策としてグリーンベルトの設置や路面表示などによる視

覚的狭窄の設置を実施し、通学路の安全対策に取り組んでまいります。 

 附属資料の１７ページから１９ページの通学路整備には、それぞれ施工箇所を示

した位置図を添付しておりますので、ご参照願います。 

次に、事業説明書７－１５をお願いいたします。 

  ８款４項２目１５事業、岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業は１,８１７万６千円を計

上しております。 

 国の雄物川中流部改修に伴う協和地域、岩瀬・湯野沢地区の移転対象３４戸のう

ち、１１戸が市で造成する宅地に集団移転するのもので、現在造成工事を行ってお

り、この後、道路、集落排水、簡易水道を行う必要があることから、今回、業務委

託費の予算をお願いし、工事費については業務委託の成果を踏まえ、今後、補正で

の対応をお願いするものであります。 

  附属資料につきましては、２３ページに位置図を示しておりますので、ご参照お

願いしたいと思います。 

 次に、事業説明書７－１８をお願いいたします。 

９款１項４目１１事業、水害対策費は１,９４１万１千円を計上しております。 

 事業の目的は、大雨時における市内全域の内水排除機能強化と、浸水被害が危惧

される地域について、非常時緊急避難路整備等により、市民生活の安全・安心を確

保するものであります。 

３１年度の事業概要としては、大曲地域の大曲丸子町の排水機場護岸設置工事と、

西仙北地域の一ト鶴集落の緊急避難路を整備するものと、仙北地域の戸地谷の排水

機場改修工事を行うものであります。 

  附属資料につきましては、最後の方になりますが２４ページから２６ページに、

それぞれの施工箇所を示した位置図を添付しておりますので、ご参照願います。 

以上、議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算のうち、道路河川課所管

分につきまして、事業説明書に基づきご説明申し上げましたが、よろしくご審議の

上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、佐藤委員。 
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○委員（佐藤育男） 全般的なことに係るかもしれませんけれども、先ほど説明の中

で、何年前だっけな、全市的な基準設けて、優先順位を付けて実施していくという

ような話で進めてきていると思いますが、それで選定さ、今回の実施する予算に上

がってきている路線を選定していると思いますが、それについてちょっと、その選

定した根拠について、もうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 

それが一つと、それから、通学路歩道整備事業、１,２００万の減額というふうに

なってますが、私、この事業というのは、やはり優先的にやらねば駄目なんでねえ

かなというふうに、私、思います。その前の７－７ページとか、ここでかなり増額

して事業やってますが、むしろ、この歩道の方さ力を入れて、こう進めていくべき

ではないかなというふうに思いますが、そこら辺の考え方もひとつ、ちょっと教え

ていただいたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） まずは道路の優先順位につきましては、大仙市の道路

整備に関する指針を策定しており、その指針に則って点数を付けて優先順位を決め

ております。ただ、ちょっとこれは言い訳になるかもしれませんが、災害復旧事業

を今、優先しているということもありまして、なかなか増額には至っていないとい

うのが現状にあります。また、通学路についてももっと進めていきたいんですけれ

ども、２９・３０・３１年度と災害復旧を優先させるということから、少し絞った

かたちになっていると思います。３２年度以降につきましては、増額を考えてまい

りたいと思っております。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） そうすれば、７－６とか７－７の社会資本整備総合交付金事業

なんかは、いわゆる災害関連があって、まず優先でやらねば駄目だっていうような

ことで、こういう予算措置になっているというようなことでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 社会資本整備総合交付金につきましては、要求に対し

ての配分がございますので、なかなか要求どおり満額は付かないという現状があり

ますので、今後は単独分を増やすなどの対策をとって、充実を図ってまいりたいと

考えております。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） そういうなかなか、配分が少ないという、この間の中でも四十

何パーセントという話ありましたけれども、それを言うならば通学路だって全く同

じくて、これくらいの、例えば申請してやれば、これに対しての四十何パーセント

という、例えばですよ、回答来たら、予算上げたやつの半分もできないというよう

なことになるんじゃないんでしょうか。 
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○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） これまでの経緯を踏まえて、要求額に対して何パーセ

ントということなので、要求を増額するとか、そういうふうなかたち。あとは国へ

の要望活動を強めていくというような方法があるかと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育夫） ということは、へばまず、通学路を優先的にとかっていうこと

ではなしに、総合的に考えて、まずやっているという、災害のことを優先しねばね

えとかという話だすども、ちょっと先たの社会資本整備総合交付金事業については

交付率が悪いので、こういう額を上げているということなんでという判断、答弁だ

ったですかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） ３１年度予算についてはこういうような要求にしてお

ります。３２年度以降については、少し膨らませた要求をしていきないなと思って

考えております。 

○委員（佐藤育夫） ということは、配分率を考えた要求しているということですか。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） はい、そうです。 

○委員長（石塚 柏） 佐藤委員、よろしいですか、はい。はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 参考まで、佐藤課長さん。この道路維持管理費の中で、３地域

で臨時職員方が一生懸命頑張っておられるわけですけれども、この３地域の臨時職

員方のやっているキロ数で、業者にやった場合、どの程度の金が。直営との違いを、

ちょっと私、聴きたくてすよ。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 当然、業者に発注した場合は諸経費が掛かってくるの

で、その分がまるっきり直営だと掛からないということになりますので、ほぼ直接

工事費で対応できるというふうに考えております。 

○委員（橋本五郎） へば、その諸経費は今までどの程度、３０年度までやって、な

んだっけ、２９からだっけげ。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） ３地区でやったのは３０年度からです。 

○委員（橋本五郎） そうすれば、その諸経費というのは端的に計算へば、なんぼぐ

れい掛かるもんだげ。いい、大まかでいい、大まかでいい。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 通常、今、諸経費率が大分上がってきておりますので、

７割から８割ぐらいの経費になりますので、その分は安く、軽減できるというふう

に考えてます。 

○委員（橋本五郎） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。はい、後藤委員。 
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○委員（後藤 健） 橋りょうの長寿命化対策のところなんですけれども、この事業

の中身の話というよりは、この管理橋梁のところなんですけれども、こ線橋と歩道

橋の補修は委託というふうに書いていて、費用が掛かり増しになりますよというふ

うにありますけれども、普通というか、逆に考えれば、例えば特に高速道路なんか

の場合、今まであった道路が分断されたことによって歩道橋できたことだと思うん

で、むしろＮＥＸＣＯさんのほうから、なんというか、管理費みたいなものをもら

えるような気がするんですけれども、これ委託することによって逆に掛かり増しに

なるというは、どういう意味なのですかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 高速道路ができるときに、当然、市道の補償として橋

を架けるわけなんですけれども、それは造るのは高速道路の方で造りますが、造っ

た後、市の方に移管するんですね。ですので、管理については、もうそれ以降は全

て市の方で対応するということになります。それから、高速道路及びＪＲに架かっ

ている橋につきましては全て委託となります。そうすると、はっきり言って、ＪＲ

・ＮＥＸＣＯの言い値になってしまうんですね。そうなので、やっぱり割高になる

ケースがあるという、そういうことになります。 

○委員（後藤 健） なるほど、言い値という意味なんだすな。まず、それはね、ま

ず、担当の課ではまずなんともできないということなのかもしれねえす。これちょ

っとね、どうなんですかねえ。 

すいません、それともう一つなんですけれども、これも事業にどうこうというわ

けではないんですけれども、水害対策の一ト鶴のところ、用地買収と分筆登記とい

うことで、用地買収はこれ、集落の人の要望があったことなんで、用地買収は問題

ないんでしょうけれども、分筆、所有権移転も当然することになると思うんですけ

れども、その辺、登記の見込みってなんたもんですかねと。例えば相続なんか難し

い人いるとか、そういったような情報があるもんですかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） この一ト鶴集落につきましては、分筆登記については

支障はないというふうに伺っております。 

○委員（後藤 健）  全部。所有権移転も。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） はい、はい。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育夫） 道路に関連する、ちょっと離れるかもしれ･･･、んで、道路に

関連しますのであれですが、ＪＲの踏切なんですけど、よく道路の整備とともに踏

切も拡げてけれとかっていう要望も来たりするんですけど、今、その状況はどのよ

うになっているか。ＪＲの対応はなんとなってるか、ちょっと教えていただけます
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か。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） 市道の拡幅に伴う踏切の拡幅については、現在、私の

ところにはそういった話は来てませんで、ＪＲの方からちょっと伺った話を聞くと、

田沢湖線の踏切については今後、ほとんど手をかけることはないだろうというふう

に話は聞いてます。そういう状況です。 

○委員（佐藤育夫） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。なければ･･･、 

○委員（佐藤育夫） すいません。もう一回。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○委員（佐藤育夫） そういうことを経て、せば、ほ場整備がらみで、例えば結構、

中仙地域にも踏切、田沢湖線あるんですけれども、要望来た場合の対応というのは

市の方ではなんたふうに。いわゆる市道になっているんですよね。その対応という

のはどのようにすることになるんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○道路河川課長（佐藤勇孝） そういう場所が出てきた場合には、要望を受けて、Ｊ

Ｒの方に協議に伺うことになろうかと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に用地対策課所管の説明を求めます。伊藤用地対策課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 続きまして、用地対策課関係の平成３１年度当初予算

について、ご説明申し上げます。 

資料ナンバー３の予算書８９ページをお願いします。それから、説明につきまし

ては事業説明書で説明させていただきます。説明資料の７－１ページをお願いしま

す。 

６款１項９目１０・１１事業の国土調査事業費(補助分・単独分)であります。 

この予算については、地籍調査事業を継続して実施する協和・西仙北・太田の３

地域の予算内容であります。３１年度の当初予算額が補助分１,５４０万円、単独分

６１３万５千円、合わせまして２,１５３万５千円であります。３０年度予算額が補

助分０円、単独分４７０万７千円、合わせまして４７０万７千円であります。補助

分・単独分合わせまして１,６８２万８千円の増であります。この増の要因は、国の

補正予算対応によるものであります。財源内訳につきましては、県支出金が１,１５
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５万円、一般財源が９９８万５千円となっております。 

事業の目的及び目標、また、実績と成果につきましては、事業説明書に記載のと

おりでありますので、説明を省略させていただきます。 

問題と課題についてでありますけれども、未実施地域と休止地域の事業着手の検

討と過年度の成果の法務局への送付の遅延、さらには最近ですけれども、公共事業

がらみの修正業務が増えておりまして、それらが問題、課題となっております。 

今後の方向性と３１年度事業の概要につきましては、補助分・単独分を区分して

表に掲載しておりますが、補助分については西仙北・協和地域の２年目の工程であ

る内部作業の業務委託料であり、それぞれ８０万円ずつであります。また、太田地

域につきましては国の補正予算対応ができなかったことから、全ての工程分を挙げ

ております。事業概要は太田町国見の一部を実施予定としておりまして、調査筆数

が５９０筆、調査面積が０.１７平方キロメートル、約１７町歩、事業費は１,３８

０万円であります。補助分３地域合わせまして１,５４０万円となっております。単

独分についての６１３万５千円でありますけれども、主に地籍調査支援システムの

保守管理業務、あとリース料並びに過年度成果の修正業務委託料であります。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認いただきますよう

お願い申し上げます。以上であります。 

○委員長（石塚 柏） はい。当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に、都市管理課所管の説明を求めます。今都市管理課長。 

○都市管理課長（今 和則） それでは議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計

予算のうち、都市管理課所管分について、ご説明申し上げます。 

 事業説明書の７－７ページ、それから附属資料の１６ページ、予算書は９８ペー

ジとなります。事業説明書の７－７ページ、それから附属資料の１６ページで説明

させていただきますので、お開き願います。 

８款２項４目４０事業、道路改良事業費(社会資本整備総合交付金事業)について

であります。 

 予算額は８,４８２万４千円、うち都市管理課所管分は７,３９８万６千円であり

ます。財源内訳は、国庫支出金として社会資本整備総合交付金３,５１１万２千円の

うち、都市管理課所管分は２,９２６万円、市債として４,７１０万円のうち、都市

管理課所管分は４,２４０万円を充当する予定であります。 
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大曲大町地区都市再生整備計画の基幹事業として実施する(仮称)はなびの小路整

備事業は、大曲駅から花火伝統文化継承資料館｢はなび・アム｣までのアクセス生向

上に加え、中心市街地の回遊性を促進するため、丸子川左岸の堤防歩道を整備する

もので、年度内の事業完了を目指すものであります。工事の内容は、一級河川 丸子

川左岸の館の橋から丸子橋までの歩道を整備するもので、延長２２７メートルにわ

たり、歩道の路面をカラー舗装にして「花火のデザイン」などを施すほか、防護柵

改修を３１２メートル、照明灯改修を４基行うものであります。歩道に設置する防

護柵と一体になった展示パネルには、花火のレプリカ資料、それから児童などから

募集した花火を題材とした絵画を展示することなど、歩道自体を｢はなび・アム｣と

連動した｢まちなかアート｣として活用するとともに、｢花火のまち大仙｣の雰囲気を

醸成する取り組みを他の関係部局と連携して行ってまいります。また、整備後は、

歩道と丸子川親水エリアを一体的な空間として計画的な維持管理を行い、安全で快

適な歩行者空間を確保してまいりたいと考えております。 

 次に、事業説明書７－１１ページ、それからＡ３横判の資料、都市－1 の２ペー

ジ、予算書は９９ページとなります。事業説明書の７－１１ページと都市－1 の２

ページで説明しますので、併せてお開き願います。 

  ８款３項１目１３事業、駐車場管理運営費の予算額は５７１万６千円であります。 

  駐車場管理運営につきましては、これまで、中心市街地の活性化と交流人口の拡

大を図るため、ＪＲ大曲駅及び大曲南街区周辺の駐車場の整備を進めるとともに、

指定管理者制度を導入して一体管理するなど、効率的な管理運営に努めております。 

  大曲ヒカリオ駐車場と大曲駅東駐車場の利用状況は、利用台数が年々増加傾向に

あり、特に、大曲駅東駐車場は、新幹線利用者等でニーズが高まり、駐車台数のス

ペースが不足してきていることから、駐車場を拡張する必要性が生じております。 

こうした駐車場の利用状況に応じた収容台数の確保を図るため、新規事業として、

大曲駅東駐車場の拡張整備を実施して、早期の供用開始を図りたいと考えておりま

す。駐車場拡張計画は、現在、利用されていないロータリー内のスペースの一部を

活用しまして駐車場を拡張するもので、収容台数を現在の８４台から５６台程度の

増設を図り、約１４０台程度とするものであります。整備のスケジュールは、平成

３１年度に測量設計と拡張工事を行い、平成３２年度の供用開始を目指したいと考

えており、平成３１年度当初予算としまして、駐車場拡張に係る測量業務委託料５

０万円を計上させていただいております。工事請負費の予算につきましては、測量

・設計後に積算して、関係機関と所要の手続きを経た上で計上する必要があること

から、平成３１年９月以降の議会に補正予算として上程させていただきたいと考え

ております。また、大曲駅東駐車場の拡張工事と併せて、新幹線利用者等の長時間

利用者の需要に対応するため、駐車場料金の見直しを行いたいと考えております。



 

   - 33 - 

 

料金改定に係る条例改正案につきましては、工事請負費の補正予算と併せて上程さ

せていただきたいと考えておりますので、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 次に、事業説明書７－１６ページと予算書は１００ページとなります。事業説明

書の７－１６ページをお開き願います。 

 ８款７項１目１０事業、公園維持管理費であります。 

  予算額は、８地域合わせて７,５３７万４千円であります。その他の財源として公

園使用料など４１７万６千円を充当しております。 

 公園利用者の安全・安心を確保するため、適正な維持管理に努めて、公園施設に

起因する事故発生件数ゼロを目指しております。 

 平成３１年度より、河川公園管理費を公園維持管理費に事業統合することにより、

公園管理に係る事業の一元化及び事務の効率化を図るとともに、公園維持管理直営

班(臨時職員)を２名から３名に増員して、民間委託していた草刈等の維持管理業務

の直営化を進めまして、住民要望等に迅速に対応できる体制にしてまいりたいと考

えております。これまで必要最小限のコストで公園の維持管理を行ってきておりま

すが、平成３１年度も引き続き、経費の削減に努めながら、公園遊具に起因する事

故を未然に防止するため、専門業者による判定結果に基づき優先順位を定め、経年

劣化した遊具等の修繕及び撤去等を重点的に進めてまいります。平成３１年度の主

な新規事業としましては、大曲地域のほか５地域の公園遊具やトイレなどの修繕及

び解体撤去工事を予定しております。 

次に、事業説明書の７－１７ページをお開き願います。予算書は１０１ページと

なります。 

 ８款７項４目１０事業、市民ゴルフ場管理運営費であります。 

   予算額は４,６６３万６千円であります。その他の財源として市民ゴルフ場使用料

の３,８３３万４千円を充当しております。 

  事業目的は、雄物川河川緑地をゴルフ場として運営しまして、ゴルフを通じて市

民の健康増進を図るとともに、利用者が安全かつ快適にプレーできるよう適切な施

設維持管理を行うものであります。また、利用者の安定確保に努めるとともに、同

ゴルフ場の管理運営を委託する株式会社 大曲スポーツセンターの持続的な経営に

ついて努力を促しております。 

  平成３０年度は、５月の大雨により河川が増水しまして、ゴルフ場が冠水被害を

受けたことから５日間クローズしておりますが、順調に営業することができたと考

えております。利用者数及び使用料収入につきましても、概ね平年並みに推移して

おります。 

 事業の課題としましては、ゴルフ場の管理運営は利用者の嗜好性や天候に影響さ
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れることから、利用者のニーズやほかのゴルフ場の運営状況等も注視しながら、利

用者が快適にプレーできる環境づくりに努める必要があると考えております。また、

ゴルフ場が開場してから３５年が経過して、機械設備等の経年劣化が進んでいるこ

とから、計画的に機械設備等の更新を行いながら管理運営していく必要があります。 

 こうした課題に対応するため、平成３１年度はゴルフ場の管理業務委託料４,０２

３万４千円のほか、経年劣化等により支障が生じておりますトラクター１台と乗用

カート２台を更新したいと考えており、その購入費として合わせまして６４０万２

千円を計上させていただいております。今後も引き続き、クオリティの高いコース

づくりに努めるとともに、将来的には使用料収入のみをもってゴルフ場の管理運営

ができる体制づくりを目指してまいります。 

 以上、議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算のうち、都市管理課所管

分の主な事業につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい。当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 駅東の駐車場管理、今度新しく造るというけれども、あそこの

すよ、市道駅東線の隣にある、一時停止あるすな。停止。あそこのすよ、あと一時

停止の標識あって、小さいわけでないけども、ちょっとあそこで、しこた捕まって

る人いるすおな。苦情来るわけよ。警察があっこさ就いてるんだな。何十人ている

らしい。それで捕まるということは、一時停止しないから捕まるというか、それは

違反しているかしれねえども、ちょっとここの場所見れば、一時停止の場合、何回

も私も行っているけれども、ちょっと手前の、ずっとね、手前の方なんだよな。や

っぱり車を運転する人はスーと行って、ぶつからないけれども、それを越えてから

こう見るんだな。だから結局、あと法と、市の関係課、管理委員会でも関係もある

んだけども、一時停止の標識をね、ちょっと大きくするか分かりやすくしてければ、

やっぱり運転する人も気を付けると思うけれども、ちょっとずっと奥の方、八嶋木

材の方でパトカーがいて、あっこで見てるんだな。俺も何回も確認したどもすよ。

「いや、あれだな」と思ったりね。それでやっぱり、一時停止の白線の、線の前に

出れば、「止まらなかった」ということで捕まえてるらしいんだよ。そこら辺、本

当にいいか悪いか、こっちで悪いのかよく分からないけれども、そうするとすれば、

市の方では、まさかその歩道は管理あれだから、あと一時停止標識でも、まず分か

りやすい、分かるけども、分かりやすい、今あれ、蛍光灯みたいな一時停止もある

でしょ、大きい停止。それにやってもらいたい要望も出ていますので、よく見て、

そこへ付けてもらいたいと、そういうことだす。やっぱりうわさ話で、何十人て、
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やっぱりお世話なってる人いるど。そういうことです。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○都市管理課長（今 和則） 交差点の一時停止の標識についてですけれども、今現

在、ロータリーの形状の見直しと併せまして、交差点協議を県の公安委員会の方と

事前協議しております。それで今後、詳細な協議をする中で、今の言った要望につ

いて要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） すいません。今の、関連したことなんですが、私どもも環状交

差点、視察に行ってきましたけども、駐車場の台数増やすということは一番の目的

だかもしれないすども、いわゆる通行、環状交差点というのは、機能を持たせるよ

うに、安全面さもちょっと配慮しながら進めていただければなというふうに思いま

すので、なんとかよろしくお願いします。 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を･･･、はい、はい。 

○委員（後藤 健） はなびの小路なんですけれども、都市管理課では事業課という

ことだと思うんですけれども、さっき佐藤委員からもありましたけれども、５,７

００万増額の８,４００万ということで、担当の課がもしかすれば違うかもしれな

いですけれども、この事業の評価というのはどういったかたちでするのか、もし分

かれば。例えば歩く人の数ですとか、そういったところですよね。この事業の評価

の方法といいますか、その辺教えていただければ。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○都市管理課長（今 和則） はなびの小路の事業ですけれども、総合政策課の方が、

大曲大町地区の都市再生整備計画を策定しておりまして、その基幹事業の一つとし

てはなびの小路整備事業を実施することとしております。この評価につきましては

そちらの方の、総合政策課の方の事業の方で計画の成果ということで評価されるこ

とと考えております。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 今の点はいいんですけれども、もう一点いいですかね、じゃあ。

公園維持管理費のところなんですけれども、余目公園、トイレ解体というふうにな

ってますけれども、これ当然、地元の理解は得られていることだと思うんですけれ

ども、その辺の状況を教えていただければ。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○都市管理課長（今 和則） 余目公園のトイレの解体につきましては、老朽化が激

しいと。なので利用されてないということで、地元の方から撤去の要望がありまし

て、それに応えるかたちで撤去するものございます。 

○委員（後藤 健） はい、分かりました。 
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○委員長（石塚 柏） はい。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

  次に、建築住宅課所管の･･･、 

（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） それでは審査中ではありますけれども、この際、昼食のため

暫時休憩をいたします。お疲れさんでした。 

 

（ 午後０時０１分 休 憩 ） 

（ 午後０時５９分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

  審査に入ります前に、都市管理課所管の中身に関しまして発言の申し出がござい

ますので、これを許します。今都市管理課長。 

○都市管理課長（今 和則） 議案第１９号、大仙市公園条例の一部を改正する条例

の制定について、説明の中で一部誤りがありましたので、訂正をよろしくお願いい

たします。消費税及び地方消費税の税率の合わせて１０パーセント引き上げる期日、

それから条例の施行期日を、それぞれ平成３１年１１月１日と説明しておりました

けれども、これを平成３１年１０月１日に訂正させていただきますので、よろしく

お願いします。申し訳ございませんでした。 

○委員長（石塚 柏） はい、分かりました。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） それでは次に、建築住宅課所管の説明を求めます。讃岐建築

住宅課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 引続きまして議案第４４号、平成３１年度大仙市一般

会計予算のうち、建築住宅課所管分の主なものについて、ご説明いたします。 

資料ナンバー３のこちらの予算書の方では９９ページと１００ページに記載して

おりますけれども、事業説明書でご説明いたします。 

はじめに、市営住宅維持管理費についてでありますが、事業説明書の方では７－

１２ページになっております。どうぞお開き願います。 

予算額は３,５２８万３千円で、前年度と比較しまして１８万８千円の減額であり

ます。財源内訳は、その他で市営住宅使用料等を充当しております。 

この事業は市営住宅の入居者が安全・安心で快適に過ごせるよう、建物、設備等

を適切に維持管理することを目的としており、市営住宅の入居率１００パーセント
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を目標としております。 

  これまでの実績と成果は事業説明書中段２のところに記載しておりますが、市営

住宅の入居率は概ね９３パーセントで、ほぼ目標を達成しております。また、家賃

収入も確保することができております。 

  事業説明書の４の市営住宅の概況についてでありますが、大仙市全体では仙北地

域を除く７地域で１９団地１３３棟５７９戸を管理しており、入居者の日常生活に

支障を来すことのないよう、適切な維持管理に努めております。事業説明書の下段

には各地域別の予算額を記載しておりますが、主な修繕工事等の内容につきまして

は、建設部の主な事業の説明書、こちらの附属資料になりますけれども、２０ペー

ジに各地域ごとに主な内容を記載ございます。後でご覧になっていただければと思

ってございます。 

 次に、事業説明書の７－１３ページをご覧願います。 

住宅リフォーム支援事業費についてであります。 

  予算額は５,００８万７千円で、前年度と比較しまして１千万円の減額であります。

財源内訳は一般財源となっております。 

この事業は平成２１年度から実施しており、今年度で１０年目を迎えております。

この間、補助対象工事に克雪対策工事や子育て世帯改修工事を加えるなど、市民ニ

ーズに対応して事業を進めてまいりましたが、平成３１年度は、これまで以上に子

育て支援の充実を図りたいと考えております。 

そこで、来年度の補助内容の変更についてご説明したいと思いますので、同じく

建設部の主な事業の説明書の２１ページ、先ほどのページの隣、２１ページをご覧

願います。 

まず、①来年度の目標申請件数についてでありますが、申請件数が前年度と比べ

て減少傾向にあることから、平成３１年度は３８０件を見込んでおります。 

  次に、②来年度の改正(案)につきましては、環境対策等工事の補助上限額を２０

万円から１５万円に引き下げます。その一方で、子育て世帯にあっては、補助上限

額の３０万円には変更がありませんけれども、１８歳未満の子どもの数を３人以上

から２人以上に要件を緩和するとともに、補助率を１５パーセントから２０パーセ

ントに引き上げます。また、子育て世帯が実施する克雪対策工事、または耐震化工

事についても同様に補助率を引き上げます。以上のように、来年度は子育て支援を

強化した事業を実施してまいりたいと考えております。 

右の上の方ですけれども、③子育て世帯改修工事の対象者は、平成２８年度から

平成３０年度の実績から来年度は３５件を見込んでおります。 

また、④にはリフォーム工事に対する市の補助金に関する市民による個別事業評

価の結果を載せておりますが、約８割の方が継続実施を望んでいる結果となってお
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ります。 

 次に最後になりますけれども、事業説明書の７－１４ページをお開き願います。 

地域住宅整備事業費についてであります。 

  予算額は１,００３万６千円で、前年度と比較しまして４７６万４千円の減額であ

ります。財源内訳は国庫支出金３７３万７千円、市債６２０万円、一般財源は９万

９千円となっております。 

  この事業は、安全で快適な住まいを長期的に確保するため、予防保全的な観点か

ら計画的に整備または改善を実施し、長寿命化による更新コストの削減と事業量の

平準化を図ることを目的に、市営住宅の耐用年数が鉄筋コンクリート造などの非木

造住宅にあっては７０年、木造にあっては３０年を経過するまで供用できるように

整備することを目標としております。 

  これまでの実績と成果は事業説明書の中段２に記載しておりますが、大仙市公営

住宅等長寿命化計画に基づき、社会資本整備総合交付金を活用して、各市営住宅を

計画的に整備しております。 

平成３１年度の整備事業は、船場町市営住宅４号棟の屋上防水改修工事を予定し

ております。工事内容は、また同じく建設部の主な事業の説明書の附属資料の２２

ページ、裏のページになっております。２２ページとなってございます。 

  この市営住宅は、所在が大曲地域の大曲船場町２丁目で、平成元年に建設された

鉄筋コンクリート造３階建１棟１２戸で構成されており、今年度で３０年が経過し

ております。平成２７年度頃から雨どい周りから雨漏りが見られるようになり、そ

の都度修繕して維持してきましたけれども、経年劣化が進行しており、屋上砂利敷

きアスファルト防水３７５平方メートルをシート防水に全面更新するものです。更

新する防水シートは通常１０年間の保証期間となっておりますが、長寿命型の高耐

久塩ビ樹脂系シートを使用することで１５年間の保証期間とするものです。 

  以上、議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会予算のうち、建築住宅課所管分

につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方、お願いをいたします。 

はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） すいません、今の説明、７－１２と７－１４。どちらも市営住

宅に関することなんですが、この事業の違いってちょっと教えてもらえますか。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） ７－１２の方は社会資本整備総合交付金を活用できな

い、いわゆる維持修繕･･･、両方とも維持修繕なんですけれども、交付要綱の要件
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に当たらないのが維持管理費の方でございます。それで７－１４ページの方につき

ましては、社会資本整備総合交付金がもらえる要件の工事内容ということでござい

ます。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。それでこれはそういう違いはありますけ

れども、会計、会計というか、事業としては一緒にはできない性質のものなんです

か。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 結局、補助対象外になっちゃいますので･･･。 

○委員（佐藤育男） 一つの事業の中で、これは補助対象、これは補助対象外とかっ

て、事業の中で区分けしてやるっていうことはできないわけですか。あくまでもそ

の補助対象で、こう区分けしているということ。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） はいはい、そうです。市単独分と補助分という。 

○委員（佐藤育男） はい、了解。分かりました。 

○委員長（石塚 柏） よろしいですか。 

○委員（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

○委員長（石塚 柏） ほかにございませんか。はい、佐藤芳雄委員。 

○委員（佐藤芳雄） 市営住宅のね、入居率９３パーセントとなってますけども、入

っている人の、入る人の条件がありますよね。その入っている人の条件がね、どう

いう、私、見た訳じゃないけれども、入る条件が合っていない人が入居していると

いう噂というか、話があるんですよ。それ本当かどうか、私、直接調査するわけじ

ゃないけれども。市役所に、市に出したときはやっぱりそのとおりだと思うけれど

も、その後の、入居したとこのその後も、できればいろいろ調査するというすかね、

確認してもらいたいなというのがお願いだす。いろいろ苦情が来ます。分かる、ま

あ、いらないこと言わないけれども、それなりに。だから、そこら辺もやはり、入

るときはやっぱりそれなりに条件が満たしているから、入居していると思いますけ

れども、その半年後とか１年後には、これおかしいなというのがあるはずで･･･、

あるから言ってくるんじゃないかと思いますので、そこら辺も調査してください。

以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 私どものところには、あまりそういったことがまずこ

う聞こえてきていないのが、まず現状となってます。ただし、市営住宅に入ります

と１年に１回、収入を申告してもらうわけですけれども、そのときに住民票を添付

してもらっておりまして、勝手に同居したりとか、勝手に出て行ったりとかという

ことは多分ないはずというふうに今、思ってまして、例えば、ちょっと遊びに来て

長く泊まっていたとか、多分そういやつじゃないのかなというふうに思ったりもす
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るんですが、いずれにせよ、１年に１回、確実に調査してございます。 

○委員（佐藤芳雄） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 住宅リフォーム支援事業なんですけれども、２９年から予算の

打ち切りを行っていないということで書かれてます。これは今後も、打ち切りを行

わないということでよろしいですか。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 少なくても３１年度は、打ち切りを行わないというこ

とになってございます。 

○委員（古谷武美） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これで議案第４４号のうち、建設部関係予算についての質疑を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、災害復旧事務所関係の審査終了後に行いま

す。 

以上で、建設部関係の審査を終了いたします 

職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

 

（ 午後１時１５分 休 憩 ） 

 

（ 午後１時１７分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

審査に入る前に、ご挨拶をお願いいたします。進藤災害復旧事務所長。 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） それではあらためまして、本会議会期中のお忙し

い中、委員会を開催いただき、ありがとうございます。 

  災害復旧事業につきまして先日の市政報告にもありましたが、３月７日、今日現

在になりますが、災害復旧事務所が所管しております国並び県の補助事業として採

択された被災全１８８カ所のうち、発注は１８４カ所、約１７億５千万円、率にし

て８３パーセントであります。 

  また、同じく７日現在１３５カ所が完成し、うち農地及び治山事業は全て完了、

農業施設につきましても被害が甚大でありました中村揚水機場の１カ所を残すのみ

となっており、早期復旧を目指し、作業を進めているところであります。 
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  国・県の災害関連事業と競合している関係で入札不調も多く発生している中、や

や遅延状況にありますが、これまでに予定していた箇所は全て契約に至っておりま

す。残る被災箇所につきましても準備が整い次第、順次、業務の実施に向け、努め

てまいります。 

 さて、本日ご審議いただきます復旧課の案件でありますが、公共土木施設につき

ましては、昨年８月５日の豪雨により被災し、昨年末、国の査定を受け、補助事業

として採択いただきました協和地域の旧荒川鉱山に通じる市道など２路線における

補正、並び林道施設は、同じく協和地域の奥山川を横過する沢内水沢線１号橋の補

修に要する当初予算などであります。 

 いずれの被災箇所につきましても、使用する市民の皆様に多大なご不便おかけし

ていることから、早期復旧に向けた予算をお願いするものであります。 

  なお、この後、担当より予算内容をご説明いたしますので、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは、災害復旧事務所関係の審査に入ります。 

議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第８号)のうち、災害復旧

事務所関係の予算についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。小松災害復旧事務所副所長兼復旧課長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） それでは議案第３６号、平成３０

年度一般会計補正予算(第８号)のうち、災害復旧事務所が所管いたします災害復旧

事業につきまして、ご説明を申し上げます。 

 資料はナンバー２、補正予算書の２４ページ、事業説明書は１４ページからにな

ります。 

  はじめに、１１款 災害復旧費、１項 公共土木施設災害復旧費、１目 道路橋りょ

う災害復旧費、１０事業 道路橋りょう梁災害復旧費(単独分)についてであります。 

  協和地域の市道施設である滝の前橋は、橋桁及び右岸橋台が被災転倒したもので、

昨年度、復旧工事を実施し、右岸橋台と護岸工、桁の製作までは完成しております

が、その後の追跡調査によりまして、被災していない左岸側橋台、これは橋座らし

きものはあるものの、正規の橋台が存在しないということが判明いたしました。こ

れらのことから、橋梁としての安全性を確保する必要があるため、橋台の新設工事

費の補正をお願いするものであります。 

  内訳でありますが、橋台工及び関連する護岸工、仮設道路工を含む工事請負費 １,

５００万円を補正し、補正後の総額を５,７７１万４千円とするものであります。財
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源内訳といたしまして、市債１,５００万円の充当を予定しております。 

  参考といたしまして、お手元に配付いたしておりますＡ３横判の資料、復旧－１

をご覧願います。 

  １ページ目は被災箇所の位置図。 

２ページ目・３ページ目は被災状況を記載した写真となります。 

４ページ目でありますが、これが今、お話申し上げました左岸橋台の調査関係を

記載した資料になっております。それぞれ図面・写真等がちょっと小さくて見づら

くて申し訳ございませんが、一番下側の写真関係、これが道路側と言いますか、左

岸側の橋台があるであろうという部分を追跡調査したものでありまして、ご覧のと

おり、積みブロックの上に橋座らしきものはありますけれども、下側真ん中ほどに

｢拡大写真｣というのがありまして、これはその橋座の裏側までちょっと掘って確認

した状況になっております。その結果、橋台そのものの存在がなかったいう結果に

なっております。これ国・県とも今協議中でありますけれども、一体的に整備しな

ければいけないということで、急遽、左岸橋台の追加の補正をお願いするものであ

ります。 

５ページ目でありますけれども、これが左岸側橋台を含めた、特に右側の上の図

面になりますけれども、完成済みの右岸橋台と同様の逆転型、これを新設したいと

いうふうに考えております。橋台の工法検討について記載しております。（説明） 

  このことに関連しまして、併せて繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

補正予算書の６ページ、第３表でありますけれども、１１款 災害復旧費、１項 

公共土木施設災害復旧費、道路橋りょう災害復旧事業費(単独分)は、補正前の予算

残額２８万７千円を合計いたしました１,５２８万７千円を繰り越ししようとする

ものであります。 

 次に、事業説明書は１５ページになります。 

１１事業 道路橋梁災害復旧費(補助分)は、昨年８月に再度被災いたしました協和

地域の大盛・荒川鉱山線の復旧に要する費用の補正をお願いするものであります。 

  内訳でありますが、擁壁工を実施する工事請負費９９０万円を補正し、補正後の

総額を２億５,５７０万７千円とするものであります。財源内訳といたしまして、国

庫支出金６６０万３千円、市債３２０万円の充当を予定しております。 

  これも参考といたしまして、先ほどのＡ３判の復旧－１をご覧願います。 

  ６ページ目は被災箇所の位置図になります。 

７・８ページは被災状況を記載した写真等になっております。これは、特に８ペ

ージ目をご覧願いたいんですが、８ページ目の左下が、一旦２９被災分として復旧

が完了していた部分であります。これが昨年の８月の雨で再度被災して、真ん中の

写真のようにずり落ちてしまったという状況になっております。それで、これを受
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けまして再度査定を受けまして、今度は従前の復旧工法の積みブロック工法から、

右側の図面になりますが、補強土壁工に工法を切り替えまして査定を受けましたと

ころ、これが認められたということになっております。 

  これにつきましても、繰越明許費の設定をお願いしております。 

  補正予算書の６ページ、第３表にお戻り願います。 

先ほどのすぐ下段になりますが、道路橋りょう災害復旧事業費(補助分)は、今後

発注予定である、地滑り災害を含む１７カ所の平成３０年度の国費配分分を合わせ

まして２億２８５万１千円を繰り越ししようとするものであります。関連しまして

同じく、さらに下段の河川災害復旧事業費(補助分)につきましても、今後１カ所分

について発注予定の、平成３０年度の国費配分分６９４万円を繰り越ししようとす

るものであります。 

 次に、事業説明書は１６ページになりますが、２項 農林水産施設災害復旧事業費、

２目 林業施設災害復旧費、１１事業 林業施設災害復旧事業費(補助分)は、平成２

９年に被災した林道、峰吉川線３カ所のうち２カ所におきまして、昨年施工中に数

度にわたり増破をしております。このことから、県・国との協議の結果、現在まで

の工事を仮復旧として精算し、工法を変更して対応することになりましたことから、

復旧に要する経費の補正をお願いするものであります。 

  補正の内訳でありますが、２カ所分ののり面保護工等の工事請負費１,７０７万５

千円を補正し、補正後の額を６,６５７万１千円とするものであります。財源内訳と

いたしまして、県支出金１,６２８万８千円、市債は７０万円の充当を予定しており

ます。 

  これにつきましても同じく、繰越明許費の設定をお願いしております。 

  補正予算書の６ページにお戻り願います。 

この表の最下段になりますが、林業施設災害復旧事業費(補助分)は、今後発注予

定である沢内水沢橋を含む３０年発生災害３カ所分を合わせて、補正後の額と同額

を繰り越ししようとするものであります。 

  これにつきましても、参考資料は復旧－１の横長の図面をご覧願います。 

  １０ページは被災箇所の位置図になります。峰吉川線３カ所のうち、２号・３号

箇所、赤く示したところが増破して、補正をお願いする箇所になります。 

１１，１２ページは変更しようとする復旧概要を記載しております。 

１１ページ目は、２号箇所の増破状況の写真を記載しております。下の写真、左

側から被災を受けた直後。真ん中が工事施工途中の切土が完成した部分。この後に、

大雨による増破を受けまして、一番右側になりますが、ちょっと分かりづらいと思

いますけれども、被災箇所の真ん中ほどが新たにえぐられたかたちで増破している

という状況になっております。 
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次のページ、１２ページは、同じく３号箇所の同じような状況の写真を記載して

おります。一番左側が被災直後。真ん中の写真が切土完了時。右側が増破を受けた

状況。このとおり、結構なえぐられかたで増破を受けておりまして、従前の単なる

客土吹付工では持たないと県に相談した結果、判断いたしまして、新たにのり面整

形等に加えまして、一番下に擁壁工、ふとん篭をどちらの箇所にも追加しようとす

るものであります。 

  以上、議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算(第８号)のうち、災

害復旧事務所所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） 当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 事業説明書の１４ページの道路橋りょう災害復旧事業費のとこ

ろ。橋台が、あると思ってらった橋台がなくて、橋台を新設しますよということだ

と思うんですけれども、これ調査の段階で、どのような調査をされたのか。と言う

のはですね、やっぱり災害あって調査するのであれば、橋台がどの程度被害がある

のかというところまで調査をしないと、その後の復旧に大きな影響を与えると思う

んですよね。大変ちょっと言葉きつくてあれですけれども、ちょっとやっぱり調査

が甘いと言わざるを得ないような気がするんですけれども、その辺、その調査の状

況をお知らせ願います。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） 大変説明不足で申し訳ございませ

んでした。もう一度、資料のＡ３判のページ、２ページ目あたりからご覧願いたい

と思いますが、被災を受けて査定時の段階では、これは左岸側橋台、これ写真付い

てますけれども、右側の方に被災当時の状況写真が付いておりますけれども、ご覧

のとおり右岸側橋台とそれから橋桁、これが見事にこのとおり転倒しておりまして、

左岸側橋台については、これが一番右、写真が２列並んでいるうちの左側部分「Ａ

１橋台」というふうに書かれている部分がございますが、この時点では積みブロッ

クも被災してないし、全くその橋台にも影響がないという判断で査定を受けたもの

でありまして、その後、右岸側橋台も含めた、橋桁含めた工事を発注しておりまし

たけれども、工事が施行するに従いまして若干追跡調査をいたしましたところ、実

際は積みブロックの裏面にあるべき橋台が存在しなかったという状況であります。

今これも、先ほど申し上げましたとおり、国・県との協議盛んに行われている状況

であります。これ残念ながら、今のところは単独で施行せざるを得ないということ

で予算措置をお願いしておりますけれども、可能性としては補助対象になる部分が



 

   - 45 - 

 

少しはある感触も、実際は今のところ可能性としてはありますということで、ご理

解を願いたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） これ、今回の事業についてどうこうってあれではなくなるとい

うか、もっと前の話。これ橋造るときの話で、ちょっと関係ない話で大変申し訳な

いんですけれども、これ橋造るときの設計として、これちょっと何年の橋なのか分

かりませんけれども、その橋造る時点で、こういう造り方というのはあり得るのか

どうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、副所長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） 仰るとおりのところがございまし

て、これ５５年の築でございまして、本来であれば、正規なこの橋台も含めた橋梁

台帳というのがあるべきものなんですけれども、残念ながら一般図的なものがごく

簡単な記載しかないものしかなくて、ましてこれ、ちょっと分かりづらいんですけ

れども、実際は農道橋的な橋でございまして、この左側の市道から向かいの、向か

いは圃場が拡がっている、拡がっているというか、田んぼに行くための農道橋的な

橋で、軽トラ程度しか歩かない橋だったわけでありまして、残念ながら、過去の資

料にはその橋台を示す明確なものがなくて、そのまま査定を受けてしまったという

状況であります。 

○委員（後藤 健） はい、いいです。 

○委員長（石塚 柏） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

以上で議案第３６号のうち、災害復旧事務所関係予算についての質疑を終了いた

します。 

  なお、本件に関する討論及び採決は、災害復旧事務所関係予算の審査終了後に行

います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算のうち、

災害復旧事務所関係の予算についてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。小松災害復旧事務所副所長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） それでは議案第４４号、平成３１

年度大仙市一般会計予算のうち、災害復旧事務所が所管いたします６款 林道維持

費につきまして、ご説明を申し上げます。 

  資料はナンバー３、予算書の９０ページ。これは主な事業の説明書には搭載して
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おりませんけれども、説明のために参考資料、先ほどの復旧－１の１３ページ。こ

れＡ４判になりますけれども、これをご覧願いたいと思います。 

  これもまた橋梁の話で恐縮でございます。６款 農林水産業費、２項 林業費、３

目 林道維持費、１０事業 林道維持費、１５区分 工事請負費は、１,８７７万５千

円の予算措置をお願いするものであります。 

  これは、平成２９年７月に左岸橋台及び橋桁が転倒被災した林道、沢内水沢線１

号橋において、地質調査を含む詳細設計を実施後、３０年度末に発注することとし

ていたものでありますけれども、地質調査の結果、被災を受けていない右岸側橋台

の支持地盤の強度不足が判明し、橋梁の安全性が確保できない状況が確認されたた

め、国・県と協議をした結果、災害復旧事業とは別に、補助事業である林道改良事

業として右岸橋台を改修できる見込みとなっております。 

このことによりまして、改修に要する費用１,８７７万５千円の予算措置をお願い

し、災害復旧事業と平行して事業を実施したいとするものであります。財源内訳と

いたしまして、国・県支出金７１５万円、市債は１,１６０万円の充当を予定してお

ります。 

  参考といたしまして資料、復旧－１、再度ご覧願いたいと思います。 

  １４ページは位置図、それから被災状況を記載した写真になっております。ご覧

のとおり、これちょっと向きがあれなんですけれども、一番下の写真は下流側から

撮った写真で、左岸側の橋台と橋桁が同時にやや転倒状況で被災したという状況に

なっております。 

１５ページは、この部分の復旧概要を記載したものであります。この時点では、

右岸側橋台と橋桁の復旧をするということで進めてきたものありますけれども、こ

れを施工するに当たりまして、地質調査を事前調査しております。 

それを受けまして計画を練り直しまして、その資料がページ１６ページ、次のペ

ージになります。これは正対する形で、右岸側橋台が、これ白抜きされております。

右側の橋台が既存の橋台になっておりますけれども、ご覧のとおり重力式型の橋台、

これはかたちとしては被災を受けてないということで、査定対象にはなっていなか

ったものでありますけれども、その下の橙と黄色と緑、これが地質区分になります

けれども、黄色の部分、これが一応、凝灰岩という岩になっておりまして、多分当

時は、これ県で施工された橋になりますけれども、当時は一応岩着になったという

ことで、その当時は橋梁というのはＮ値３０以上の良好な支持地盤でないと駄目だ

ということになっておりますけれども、一応岩着ということで施工されたものだと

思います。ただし今回の調査によりまして、この黄色い部分、これが風化が進んで

強風化凝灰岩ということで、いわばボロボロ状態になっているということで、その

上に、もろい岩盤の上にトンと乗っているような状況が確認されたということで、
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これではとても安全度が確保できないという判断の下から、今度はちょっと見づら

いんですが、左岸側橋台と同様に、Ｎ値５０以上の強固な岩盤層があるところまで

岩着位置を下げまして、左岸側と同じく逆転型の橋台にしようとするものでありま

す。 

 なお、参考までになんですが、その次の１７ページ・１８ページには、現在まで

の発注済み並びに完成状況、今後の発注箇所数を記載した資料を記載しております。

２９災分、その次のページが３０災分について分けて記載しております。この中の

災害復旧事務所全体という黄色で示している部分でありますけれども、この中の２

月２８日まで完了済み、赤字に示した分が完成済み箇所となっております。１２９

カ所と５カ所、合わせまして１３４カ所が完成済みとなっております。なお、３月

１日以降にまだ残箇所が２０カ所程度残っておりますけれども、実は明日契約しよ

うとする箇所が約１５カ所ほどありまして、これが発注済み箇所に加わるというこ

とになっております。 

  ただ今説明いたしました補正を伴う各工事箇所につきましては、予想外の増破や

変更要素を伴っておりまして、対応に非常に苦慮いたしましたけれども、平成３０

年度予算と平成３１年度予算をもちまして、２９年・３０年発生災害１８８カ所に

ついては、未発注箇所をできるだけ早期に発注いたしまして、平成３１年度内には

全ての工事が完了となる見込みであります。 

  以上、議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算のうち、６款の災害復旧

事務所所管分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

  これより、質疑を行います。質疑のある方はお願いをいたします。 

  ございませんか。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 災害復旧事務所ということで、今までこういう、なんて言うか

ね、ありましたか、昔。こういう事務所作ったこと。 

○委員長（石塚 柏） はい、副所長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） これは大仙市も含めて、大曲時代

もこういうやつはなかったです。 

○委員（古谷武美） 多分なかったんで、多分、皆さんすごく苦労されたと思うんで

す。それで、これからはあってはならないんだけども、そういうことを考えると、

やはり皆さんがやってきたことをきちんとマニュアル化して、なんか起きたときは、

すぐ対応できるようなかたちにしていただければなあと思いますけれども。一応マ

ニュアルというのはできてますよね。 
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○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） いや、マニュアル･･･、災害復旧

事務所というその、なんと言いますか、昨年度急遽立ち上げたやつで、２月に発足

しておりまして、１年２カ月程度しかなっておりませんけれども、これまでわずか

な時間で積み上げてきたものは、マニュアル化程度のものは残していきたいという

ふうに思います。 

○委員（古谷武美） ですね。それきちんと残してもらって、もしものことあったら、

きちんと対応、もっと早く対応できると思いますので、お願いしたいなあと思いま

す。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） よろしいでしょうか、はい。 

ほかに。はい、佐藤芳雄委員。 

○委員（佐藤芳雄） （「議事録に書かないでもらいたい」との発言あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、副所長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） ご指摘のとおり、特にご説明申し

上げました橋梁２カ所分、市道と林道、それぞれ種類別は違うわけですけれども、

特に市道部分につきましては、ほとんど言い訳ができないような調査不足といいま

すか、想定もしてなかったわけですけれども、それから林道の分についても、やっ

ぱり、多分あれにつきましては一応岩
がん

の上には乗せたという当初の設計になってい

ると思いますが、やはりその後、暴れ川でありまして、洗掘、それから堆積を繰り

返してやっぱり、岩
がん

であっても風化が進んだことに由来するのかなとは思います。

いずれにせよ、ちょっと調査不足だったというのは否めないと思っております。今

後も気を付けたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これで議案第４４号のうち、災害復旧事務所関係予算についての質疑を終了いた

します。 

 以上で、災害復旧事務所関係の審査を終了いたします。 

職員入れ替えがありますので、暫時休憩いたします 

 

（ 午後１時５１分 休 憩 ） 

 

（ 午後１時５４分 再 開 ） 
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○委員長（石塚 柏） それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第３６号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第８号）を、再び議題と

いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４４号、平成３１年度大仙市一般会計予算を、再

び議題といたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれをもって散会し、明日金曜日、午後１時から第２日目を開会いたしま

す。 

大変、ご苦労さまでした。 

 

午後１時５５分 閉  会 
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平成３１年３月８日（金曜日）  
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平成３１年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：平成３１年３月８日（金曜日） 午後０時５８分～午後２時４７分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（６人） 

委員長   ７番 石 塚   柏    副委員長   ３番 三 浦 常 男 

 委 員  １４番 後 藤   健    委 員  １５番 佐 藤 育 男 

 委 員  １６番 古 谷 武 美    委 員  ２０番 橋 本 五 郎 

 

欠席委員（１人） 

委 員  １８番 佐 藤 芳 雄 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（０人） 

 

説明のため出席した者  

上下水道事業管理者 今 野 功 成                      

上下水道局次長兼経営管理課長 今     久    経営管理課参事  田 畑 睦 子  

水道課長     佐々木 廣 美    水道課参事    佐 川 悦 章  

下水道課長    佐 藤 恭 悦    下水道課参事   古 谷 和 久  

神岡支所農林建設課長 岩 根 浩 幸    西仙北支所農林建設課長 田 村 一 彦  

中仙支所農林建設課長 斎 藤 秋 彦    協和支所農林建設課長 稲 葉 久 則  

南外支所農林建設課長 佐 藤 祐 子    仙北支所農林建設課長 佐 藤 治 彦  

太田支所農林建設課長 野 中 正 幸                      

 

議会事務局職員出席 

主 幹    冨 樫 康 隆 
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審査議案等 

第１  議案第２０号 大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部 

を改正する条例について 

第２  議案第２１号 大仙市の債権の管理に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

第３  議案第２２号 大仙市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

第４  議案第２３号 大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について 

第５  議案第４２号 平成３０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号） 

第６  議案第４３号 平成３０年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

第７  議案第５９号 平成３１年度大仙市上水道事業会計予算 

第８  議案第６０号 平成３１年度大仙市簡易水道事業会計予算 

第９  議案第６１号 平成３１年度大仙市下水道事業会計予算 

第１０ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

午後０時５８分 開  会 

 

○委員長（石塚 柏） 本日は大変ご苦労様でございます。 

  昨日は大変審査ご苦労様でございました。本日もよろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

  かなり今日の審査は内容が豊富で、資料を見るだけでも相当時間がかかりそうで

ございます。大変ご難儀、説明する側もご難儀だと思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。 

それでは、建設水道常任委員会を開きます。 

それでは当委員会に付託された事件について･･･、その前に、佐藤芳雄委員、所用

で若干遅刻になるようでございます。次に内容でありますが、当委員会に付託され

た事件について、別紙日程表のとおり審査いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、説明は簡潔にお願いをいたします。 

また、正確な会議録の作成のため、発言をする際は、委員長の許可を得た後で、

マイクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 
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○委員長（石塚 柏） 審査に入る前に、ご挨拶をお願いいたします。今野上下水道

事業管理者。 

○上下水道事業管理者（今野功成） 委員の皆様には、日頃から上下水道局の各事務

事業に対しましてご指導・ご助言を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

  本日の委員会審査におきましては、条例案４件と補正予算案２件、当初予算案３

件の審査をお願いいたしております。 

 条例案に関しては、消費税及び地方消費税の一部改正に伴う料金等の改定のほか、

下水道事業の使用料においては、定額制を廃止し、従量制に移行するための所要の

改正などをお願いしております。 

  また、補正予算案につきましては、今年度予定していた建設改良費を翌年度に繰

り越しすることに伴いまして、消費税及び地方消費税の納税予定額が増額となるこ

となどから、補正をお願いしております。 

 当初予算案につきましては、引き続き、安全・安心な水道水を安定してお届けす

るための費用や、汚水の処理に関わる費用についてお願いしております。 

 どうか、よろしくご審査の上、ご承認賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは早速、審査に入ります。 

はじめに議案第２０号、大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第２０号、大仙市水道事業及び下

水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明

申し上げます。 

   資料のナンバー１、議案書６３ページと６４ページ、お願いいたします。また、

お手元にお配りしておりますＡ３判の資料でございます。上下－１、右上の方に上

下－１と書いた資料の１ページと２ページを併せてお開きください。 

    はじめに、第６条の改正であります。 

   Ａ３判の資料の２ページをお願いいたします。 

   本案は、上下水道事業における損害賠償について、より迅速に対処するため、議

会の議決を要する額を、これまでの１０万円から市長の専決処分事項と同額の１０

０万円に引き上げるものであります。 
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    次に第２条関係の改正であります。 

   別表第１の経営規模の改正は、中仙地域の入角地区簡易水道において、水源を移

設することに伴い、給水人口及び給水量について見直しを行うもので、給水人口に

ついては、改正前の｢５８６人｣を｢４５２人｣に、１日最大給水量については、改正

前の｢１７０立方メートル｣を｢１４７立方メートル｣に改めるものであります。 

   なお、施行期日につきましては、公布の日から施行するものでありますが、入角

地区の簡易水道に係る部分については、平成３１年４月１日から施行するものであ

ります。 

  以上、議案第２０号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） 当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） ６条の方の、損害賠償の方なんですけれども、これ、ちなみに

今までで１０万円以上の損害賠償の事例というのはどれぐらいあったものか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 昨年の９月の議会におきまして、１件

ご承認をいただいている事例が八十数万円だったと思いますけれども、漏水に伴う

協和の件で１件ございました。それまではございませんでした。ちょっと、それ以

前、合併前のことまでちょっと調べておりませんけれども、その１件でございます。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） すいません、２番目の入角ですけれども、改正前の５８６人か

ら４５２人に給水人口が減ったということですが、それの内訳についてちょっと教

えていただけますか。減った、何という、理由というか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○水道課長（佐々木廣美） まずは人口減が主な原因と考えております。 

○委員長（石塚 柏） はい、今野管理者。 

○上下水道事業管理者（今野功成） この入角地区については、合併間もない頃から

整備を開始しまして、その当時の事業認可を得た段階の地域の給水の人口と、今回、

水源を別途、斉藤川上流の濁りが発生するということで、別途、下流域の方に井戸

を掘削しまして、そこから水源にするということにいたしました。その際、新たに

事業認可変更を取りましたので、１０年ちょっとの間の人口減少、給水区域の人口



 

   - 55 - 

 

減少が、今回の条例改正の内容でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） もう一つ確認なんですが、給水箇所、下流側さ来たことによっ

て、当初かかってらところが、かからなくなったということではないですね。前の

区域もみんなこうカバーできてて、その中で人口減少が元で、こんけ給水人口減っ

てらということでよろしいですね。 

○上下水道事業管理者（今野功成） はい。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） 佐々木課長、いかがですか。はい、課長。 

○水道課長（佐々木廣美） 地域がなくなったということではなく、その全体で人口

減少ということで、ご理解いただければと思います。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） この給水人口５８６から４５２に変わったということなんです

けれども、これって、また増えたり減ったりすると、また変わるんですか。条例っ

ていうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 認可変更の段階で、将来の人口予測を

しております。それで一般的には増えていくことで、現在の人口よりも多い人口で

認可とることが多いですけれども、ここの場合はもうできている水道で、人口が将

来人口予測ではどんどん減っていくってことが想定されてますので、今現在を最大

として捉えてまして、この後は人口が減少していくっていうことですので、なんか

別の要件があって一気に人が増えて、給水しなければならないという事態が生じた

場合には、また条例の改正という必要が出てくることもないとは言えませんけれど

も、基本的には今後は変わる予定はございません。 

○委員（古谷武美） 分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 
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これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第２１号、大仙市の債権の管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第２１号、大仙市の債権の管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書は６５ページと６６ページをお願いいたします。Ａ３判の新旧対照表につ

きましては、３ページと４ページをお願いいたします。 

    本案は、上下水道事業における債権について、上下水道事業管理者が管理するこ

ととするものであります。 

   新旧対照表の３ページの右側にありますとおり、改正案は、第３条第１項中｢市長｣

の次に｢及び上下水道事業管理者(以下｢市長等｣という。)｣を加え、同条以降を｢市長

等｣に改めるものであり、公布の日から施行するものであります。 

  以上、議案第２１号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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○委員長（石塚 柏） 次に議案第２２号、大仙市水道事業給水条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第２２号、大仙市水道事業給水条

例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書は６７ページから７１ページまでになります。新旧対照表Ａ３判の資料に

つきましては、５ページから１２ページになります。 

    本案は、水道事業及び簡易水道事業について、各地域における制度の統一的な運

用を行うため、その取扱いに係る規定を整備するほか、消費税法及び地方消費税法

の一部改正に伴う料金等の改定を行うものであります。 

   新旧対照表の赤文字につきましては、平成３１年４月１日施行分であります。青

文字につきましては、同年の１０月１日施行分であります。 

    議案書は６８ページをお願いいたします。新旧対照表につきましては、６ページ

をご覧願います。 

   議案書の第１条に関わる改正内容の一点目でございますが、給水区域外などへの

分水に係る規定を整備するものであり、第２条の次に第２条の２を加えるものであ

ります。 

市内には上水道、簡易水道等を合わせ２４の給水区域がございますが、このうち、

いくつかの給水区域は連絡管により接続されており、渇水や漏水に伴う断水、また、

災害等の緊急時には、相互に送水をすることが可能となっております。 

これまでも緊急的な送水は行ってまいりましたが、昨今頻発する災害等にも対応

するため、今後も必要となる連絡管の整備を進める計画でありまして、今回の条例

改正により、その根拠を明確にするものであります。 

    次に、新旧対照表は９ページから１０ページをお願いいたします 

   改正内容の二点目は、水量の認定に係る規定の整理や所要の文言整理を行うもの

であり、第３２条及び第３４条を新旧対照表のとおり改正するものであります。 

   冬期間、特に簡易水道事業地域におきましては、積雪等の影響により、メーター

の検針ができない箇所があり、合併以前から慣例により、冬期水量の認定と冬期開

けの精算事務を行ってまいりました。 

   今年度から料金徴収事務を民間事業者に委託したことに伴い、明確な基準に基づ

き、統一した方法により水量の認定を行う必要が生じたため、本条例並びに関連す
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る規定の改正を行うものであります。 

    次に、新旧対照表は１１ページをお願いいたします 

   改正内容の三点目は、指定給水装置工事事業者の要請に基づく分岐工事の立ち会

いなどに関わる申請料等について新たに規定するものであり、第３６条の次に第３

６条の２を加えるものであります。 

   本規定は、これまで第３６条第２項の規定に基づき、規則によって定めておりま

したが、費用が定額であることから、新たに条例に規定するものであります。これ

により、第３６条第２項は削除するものであります。 

    議案書は６９ページをお願いいたします。新旧対照表は戻っていただきまして、

７ページから８ページにお戻り願います 

   議案書の第２条に関わる改正内容であります。消費税率の改定に伴い、水道料金

等を改定するものであり、第３０条の料金表及び前条にて新たに規定いたしました

第３６条の２の申請料等を改定するものであります。 

   水道事業、簡易水道事業共に基本料金については、１０円未満を切り捨てにより、

従量料金については、円未満を四捨五入により算出しております。また、申請料等

については、１０円未満を切り捨てにより算出しております。 

    議案書は７１ページをお願いいたします。 

   以上、改正内容の施行期日でありますが、平成３１年４月１日から施行するもの

でありますが、消費税率改定に伴う水道料金及び新たに規定した申請料等の改定は

１０月１日から施行し、水道料金については１１月分の水道料金から、申請料等に

ついては１０月１日以降の申請から適用するものであります。 

 以上、議案第２２号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 最初の２条のところで、給水区域の連絡管の整備という話あり

ましたけれども、ちょっと僕、全く分からなくてあれなんですけれども、その２４

の給水区域というのは、既に連絡管、管
くだ

はつながっているものなのか、それをこれ

から工事で管
くだ

を整備するという意味なんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） ２４あるうち、今二つ、つながってい
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る箇所があります。具体的には神宮寺の簡易水道、それから南外の簡易水道が連絡

管で接続されております。それからもう１カ所が、大沢郷の簡易水道と、それから

強首の簡易水道が接続されております。こちらにつきましては、断水等があった場

合には緊急的に送水を行っている事例がございます。そのほかにつきましても、今

後、近い所については連絡管をつないで、断水等に対応したいということでござい

ます。 

○委員（後藤 健） 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） ほかになければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第２３号、大仙市下水道条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第２３号、大仙市下水道条例等の

一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書は７２ページから８０ページまでになります。Ａ３判の新旧対照表は１３

ページから３３ページになります。 

    本案は、下水道、農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用料の算定方式を統一し

て見直すほか、消費税率の引き上げに伴う料金改定を行うもので、下水道条例、農

業集落排水施設の管理に関する条例、及び戸別浄化槽の整備に関する条例の３条例

を改正するものであります。 

  議案書は７３ページ、お願いいたします。新旧対照表は１４ページ、ご覧くださ

い。 
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   はじめに、議案書の第１条の改正であります。下水道条例の改正についてであり

ます。 

   改正内容の一点目は、世帯人員に応じて使用料を徴収する定額制を廃止し、使用

した水量に応じて使用料を徴収する従量制に移行するための所要の改正を行うもの

であります。 

   定額制につきましては、これまで市の水道水以外の水を使用している世帯に加え、

水道の普及状況や合併前の経緯なども考慮し、地域的な適用を行ってきたところで

ありますが、このたび定額制世帯において誤賦課が発生したことを重く受けとめ、

制度の抜本的見直しを検討した結果、公平性、効率性の観点から定額制を廃止する

こととしたものであります。 

    改正内容の二点目は、使用水量を減ずるためのメーター、いわゆる減算メーター

に係る規定を整備するものであります。 

   議案書は７４ページをお願いします。 

７４ページ上から２行目、第５項であります。 

   定額制から従量制への移行により、今後は、市の水道水以外の水を使用している

世帯などにおいて、下水道等の施設に排水されない水量を把握する必要が増すこと

が予想されます。このため、当該水量を確知するための減算メーターに係る規定を

整備することとしたものであり、新旧対照表の１９ページ、ちょっと飛びますけれ

ども、１９ページ。１９ページの別表第２に記載のとおり、口径ごとのメーター使

用料を新たに規定するものであります。 

    新旧対照表につきましては、１７ページと１８ページにお戻り願います。 

   改正内容の三点目として、第１５条に規定する使用料の算定方法については、こ

れまで使用料単価を示した別表の備考欄に記述されておりましたが、使用料の算定

に関わる重要な事項であることから、新旧対照表の１４ページに記載のとおり、第

１５条本文に記述を移記し、必要な改正を加えたものであります。 

    次に議案書は７４ページをお願いいたします。 

   議案書第２条であります。 

消費税の改定に伴い、下水道使用料及び前条において規定した減算メーターの使

用料を改定するものであり、第１５条関係の別表第１及び別表第２を改定するもの

であります。 

    新旧対照表は１６ページ、それから１９ページに記述がありますので、そちらを

ご覧ください。 
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   使用料の改定につきましては、先にご説明いたしました水道事業及び簡易水道事

業と同様に、基本使用料については１０円未満を切り捨てにより、また、従量使用

料については円未満を四捨五入により算出しております。 

    次に、議案書は７５ページから７９ページをお願いいたします 

   第３条 大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例の改正、及び第５条 大仙市農業集

落排水施設の管理に関する条例の改正につきましては、第１条の下水道条例の改正

と同様の改正であります。また、第４条及び第６条の改正は、第２条の改正と同様

の改正でありますので、説明につきましては割愛させていただきます。 

    最後に、議案書７９ページと８０ページ、新旧対照表の一番最後のページ、Ａ３

判の資料につきましては３３ページ、一番最後のページになります。 

   施行期日並びに経過措置についてであります。 

   施行期日は、平成３１年４月１日から施行するものでありますが、消費税率改定

に伴う下水道等使用料の改定は１０月１日から施行し、１１月請求分の使用料から

適用するものであります。 

    次に経過措置についてでありますが、Ａ３判資料の最終ページ、下水道条例等の

改正についてをご覧願います。３３ページ、一番最後のページになります。 

   定額制使用料のうち、市の水道水のみを使用している世帯、資料の中ほどに記載

されておりますけれども、この世帯につきましては、既に水道メーターが設置され

ておりますので、一定の周知期間を経た施行日から６カ月以内において、管理者が

定める日から従量制に移行するものであります。 

   次に、市の水道水以外の水を使用している世帯、中段の下の方に記載されており

ますけれども、その世帯につきましては、今後メーターを設置する必要があること

から、５年間の経過措置を設けまして、平成３６年４月請求分より従量制に移行す

るものであります。 

   なお、消費税率の改正に合わせ、本年１０月請求分までは現行の使用料とし、１

１月請求分より、附則に記載の消費税率１０パーセントに改定された使用料を適用

するものであります。 

    このほか、現に減算メーターを設置し、または施行日以降に減算メーターを設置

した世帯、資料の一番下に記載がございますけれども、これらの世帯に係る使用料

につきましては、一定の周知期間を経た施行日から６カ月以内において、管理者が

定める日から新たに適用することとし、さらに消費税率の改正に合わせ、１１月請

求分より、消費税率１０パーセントに改定された使用料を適用するものであります。 
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   以上、議案第２３号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

  はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） すいません。ちょっと減算メーターて、ちょっともうちょっと

詳しく、なんたもんだかちょっと教えてもらっていいですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 普通の場合はまず、水道メーター、水

道の配水管から家庭の間に付いて、いくら使ったかというのを分かるのが普通の水

道メータですけれども、下水の場合は、下水管に流れない水がある家庭がございま

す。例えば外の蛇口で使って、畑とかそういった所に使ったものについては側溝に

流れますので、下水管に流れないと。それで、そういう使用量、その量が多い世帯

につきましては、そのまま普通のメーターだけで使用料を徴収すると、流れてない

水の量の使用料を払ってしまうということになりますので、そういったご家庭につ

いては別途、下水に流れないメーターを設置、今現在もしている世帯がございます。

そのメーターのことを「減らす」ということで、減算メーターというふうに呼んで

おります。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） 例えばその、すいません、自分のことで大変申し訳ありません。

自家水道でメーター付いてない場合は、そして全く下水さ流れない、今、言ったよ

うな田んぼさ使ったり畑さ使ったりしている部分の水道もありますので、そんた場

合はどうなるんでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 自家水道の自分の井戸で使ってて、さ

らに下水管に流れない場合については、一切メーターを付ける必要もございません

し、使用料にも反映されません。あくまでも水道、市の水道からつながっている家

庭について、または自分の井戸から一番近いところにメーターが付いてて、そこか

ら分かれていって田んぼとか畑とかに使うという方が付けるメーターなので。 

○委員（佐藤育男） すいません、勘違いしてました。となれば、自家水道での場合

は従量制にはなっていかないということですか。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 自家水道でも畑とかに使う分と、自分
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の家の下水管に流れる、トイレとか風呂場に使う分が分かれているとすれば、分か

れている方だけに付けるという方法もありますし、大本に付けてもう一つ減算メー

ターを付けるいう方法も、二通り。 

○委員（佐藤育男） そういう工事しねば駄目だいうことですか。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） そうですね。 

○委員（佐藤育男） ですね。その場合のメーターの設置というのは、市の方でやっ

てけで、使用料払うてなことになるんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） メーターそのものは市が貸与しますの

で、メーターの費用については減算メーターの使用料だけが掛かることになります

けれども、メーターを設置するためにメーターボックスというのが必要になります。

そのボックスについては個人の所有物になりますので、そのボックスを設置するの

は個人で設置していただくことになります。 

○委員（佐藤育男） 個人負担で。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） はい。 

○委員（佐藤育男） 分かりました。というのは、結構うちの、中仙のうちの地域は

自家水道、結構多いんですよ。ですから、そういうケースが結構見られると思いま

すので。分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認め、これより、採決いたします。本件は、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４２号、平成３０年度大仙市上水道事業会計補正

予算(第２号)を議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 



 

   - 64 - 

 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第４２号、平成３０年度大仙市上

水道事業会計補正予算(第２号)について、ご説明申し上げます。 

   資料ナンバー２、平成３０年度補正予算書になります。７１ページ、お願いいた

します。 

    今回の補正予算は、事業の繰り越しなどにより、消費税及び地方消費税の納税予

定額が増額となることから、補正をお願いするものであります。 

    それでは、補正予算の内容をいたします。 

   第２条 収益的収入及び支出の補正であります。 

   収益的支出につきましては、宇津台浄水場更新事業において、事業の繰り越しに

伴い仮払い消費税が減額となったため、消費税及び地方消費税の納税予定額が当初

見込みより増額となることや、平成２９年度に施工しました七頭地区の水道未普及

地域解消事業において、消費税相当分の国庫補助金返還額が確定したことによるも

のであります。営業外費用は８８３万９千円の補正をお願いし、補正後の上水道事

業費用を６億５,２４５万８千円とするものであります。 

    以上、議案第４２号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） 当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４３号、平成３０年度大仙市簡易水道事業会計補

正予算(第３号)を議題といたします。 

当局の説明を求めます。今次長。 
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○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第４３号、平成３０年度大仙市簡

易水道事業会計補正予算(第３号)についてご説明申し上げます。 

    補正予算書は７９ページをお願いいたします。 

    今回の補正予算は、上水道事業と同様に、事業の繰り越しに伴う消費税及び地方

消費税の納税予定額の増額補正、並びに国及び県が実施する事業の進捗と合わせた

工事費等の減額補正をお願いするものであります。 

    それでは、補正予算の内容についてご説明申し上げます。 

   はじめに、第２条の収益的収入及び支出の補正であります。 

   収益的支出は、協和南部地域簡易水道更新事業において、事業の繰り越しに伴い

仮払い消費税が減額となったため、消費税及び地方消費税の納税予定額が当初見込

みより増額となることによるもので、営業外費用は８１２万２千円の補正をお願い

し、補正後の簡易水道事業費用を１２億４,８４０万２千円とするものであります。 

    次に、８０ページ、お願いいたします。 

   第３条 資本的収入及び支出の補正は、国及び県が実施する河川災害等の関連事業

の進捗に合わせて行う必要があることから、当年度事業費の減額補正をお願いする

ものであります。 

    資本的収入は、国及び県からの補償金として予定していた２,０４９万７千円の減

額補正をお願いし、補正後の額を６億４,０１０万円とするものであります。 

   資本的支出は、配水管布設替に伴う設計業務委託料や工事費として予定していた

２,１３１万９千円の減額補正をお願いし、補正後の額を９億４,９２６万４千円と

するものであります。 

   これらの補正に伴いまして、｢資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億

９１６万４千円は、当年度分損益勘定留保資金２億７,７６８万２千円、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額３,１４８万２千円で補てんするものとす

る。｣に改めるものであります。 

    次に、減額の理由でありますが、国が実施する雄物川河川激甚災害対策特別緊急

事業につきましては、第３回定例会において関連事業の補正予算をご承認いただい

ておりましたけれども、国が実施する予定の事業が度重なる入札不調となりまして、

関連して市が実施する配水管布設工事を年度内に発注できる見通しがなくなったた

め、事業費を減額するものであります。 

   また、県が実施する淀川河川等災害関連事業につきましては、県における他の災

害関連事業との事業調整を行った結果、県発注事業の事業進捗が当初予定より遅れ、
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関連して市が実施する配水管添架工事の設計業務委託を年度内に発注できる見通し

がなくなったために、事業費を減額するものであります。 

   なお、これらの減額事業費につきましては、新年度当初予算に再度計上をさせて

いただいております。 

    以上、議案第４３号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） 当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第５９号、平成３１年度大仙市上水道事業会計予算

を議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第５９号、平成３１年度大仙市上

水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

   説明に用います資料は、既にお配りしております資料のナンバー３、大仙市各会

計の予算書、それから主な事業の説明書に加えまして、本日お配りしておりますＡ

３判の資料、上水－１。上水－１というのが右上に記載されておりますけれども、

その三つの資料を用いて、ご説明いたします。 

  はじめに私の方から、上水道事業会計の概要について説明をさせていただきます

が、時間の都合上、収益的収入及び支出については、できるだけ説明を割愛させて

いただきまして、新たな取り組み、重点的取り組みに絞って説明をさせていただき

ます。なお、主な事業の説明につきましては、事業担当課長がご説明申し上げます
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ので、よろしくお願いいたします。 

  当初予算書は３７３ページをお願いいたします。Ａ３判の方の資料は１ページを

お開きください。 

    はじめに業務の予定量でありますが、給水戸数は対前年度比１８６戸増の１万４,

８３２戸、年間総配水量は対前年度比６万１,５５９立法メートル減の４００万８,

４２２立法メートル、１日平均配水量は対前年度比１９９立方メートル減の１万９

５２立方メートルを予定しております。 

    次に第３条、収益的収入及び支出についてであります。 

Ａ３判資料、上水道事業会計当初予算概要の左側の方をご覧ください。 

    収入の上水道事業収益は、対前年比３,８４８万４千円増の９億１,４３８万１千

円を見込んでおります。内訳といたしまして、収入の８７パーセントを占める水道

料金は、対前年比７７万２千円増の７億９,９２３万円であります。また、営業外収

益は、長期前受金戻入や消費税及び地方消費税還付金などを見込んでおりますが、

消費税につきましては、宇津台浄水場更新事業の完了により支払われる仮払い消費

税が大幅に増額となることから、還付を予定しているものであります。 

    支出の上水道事業費用は、対前年比２,３３８万２千円増の６億８,８６６万３千

円を見込んでおります。内訳といたしまして、営業費用は取水施設、浄水施設、配

水施設及び給水装置の維持管理費用のほか、上水道事業全般に係る費用、減価償却

費などであります。また、営業外費用は支払利息が主な費用であり、そのほか特別

損失、予備費等を見込んでおります。 

    次に第４条、資本的収入及び支出であります。 

当初予算書は３７４ページ、Ａ３判の資料につきましては、今度は右側の方をご

覧ください。 

   資本的収入は、対前年比７億９,３０７万５千円増の８億６,２１７万４千円を見

込んでおります。主な内訳といたしまして、宇津台浄水場更新事業に係る企業債及

び水道未普及地域解消事業に係る国庫補助金などであります。 

    資本的支出は、対前年比７億１,８８１万円増の１８億７,６４３万２千円を見込

んでおります。主な内訳として、建設改良費は七頭地区の水道未普及地域解消事業

に係る配水管工事、宇津台浄水場更新事業に係る築造工事などでありますが、詳細

はこの後、担当課長がご説明申し上げます。 

    なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０億１,４２５万８千円に

つきましては、Ａ３判の資料の中程に内部留保資金が記載されておりますけれども、
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このうち過年度分損益勘定留保資金、それから消費税及び地方消費税資本的収支調

整額などで補填するものであります。   

    次に第５条は、債務負担行為の設定であります。 

   当初予算書は、３７４ページの下の方の段になります。 

   管路台帳システムにつきましては、先の水道法改正によりまして水道施設台帳の

整備が義務づけられたことから、上水道及び簡易水道を一体的に管理するため、統

合型ＧＩＳの構築を行うものでありまして、平成３７年度までに１,３５４万４千円

を限度として、債務負担行為の設定を行うものであります。 

    以上で私からの説明を終わり、引き続き、主な事業の説明について担当課長がご

説明申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、次に事業内容について、当局の説明を求めます。佐々

木水道課長。 

○水道課長（佐々木廣美） それでは議案第５９号、平成３１年度大仙市上水道事業

会計予算の事業内容について、説明させていただきます。 

資料になりますけれども、平成３１年度当初予算(案) 主な事業の説明書、これに

なります。事業説明書、上水道事業 大曲上水道宇津台浄水場更新事業。併せまして

平成３１年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会資料、右上に上水－1 と書

いたＡ３判資料になります。それの３ページをお願いいたします。 

これは継続事業となりまして、３１年度予算額は１５億５,８７１万１千円となっ

ており、昨年度と比較いたしまして、７億６,７０６万１千円の増となってございま

す。 

平成３０度末の見込みといたしまして、建築工事に当たりましてＡ工区・Ｂ工区

と分け、仮設道路を２ルートとして工期短縮に取り組むなど、作業ヤードが手狭で

あったことなどから工程に若干の遅れが出たものの、全体事業の約６割の完成を見

込んでいるところでございます。また、工程表の資料にはございませんけれども、

機械電気設備工事については、フロッキュレーター、いわゆる攪拌機や、ろ過池集

水ブロックなど工場制作が主なものとなり、今年度、約５割の完成を見込んでおり

ます。 

３１年度においては、継続事業として年度内の完成を目指しまして、土木建築工

事として排水排泥池、濃縮層、外構工事など。機械電気設備工事では、前処理設備、

急速ろ過設備等の浄水設備、受変電設備・動力設備等の電気設備を行いまして、引

き続き、これらに関する管理委託を行います。 
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次に、事業説明書の１１－２ページをお願いいたします。併せまして建設水道常

任委員会資料の上水－１の４ページをお願いいたします。 

内小友七頭地区の水道未普及地域解消事業いたしまして、３１年度予算額は１億

４,１５９万５千円で、前年度比１,７７９万２千円の減となり、資料の赤色で示し

た部分が３０年度事業を実施した区間となります。約６割の６４戸が完成してござ

います。黄色の示した部分が３１年度実施予定分として、配水管布設工事、増圧ポ

ンプ室及び増圧ポンプ設備工事を実施するもので、残り４割の４７戸の事業完成を

目指します。 

次に、事業説明書１１－３ページをお願いいたします。 

統合型管路台帳システム構築事業費でございます。 

この事業は新規事業で、予算額１,０７１万４千円となります、 

平成３１年度は上水道事業の整備、平成３２年度からは債務負担事業といたしま

して、簡易水道事業の整備を行います。関連がありますので、併せて説明いたしま

す。 

  事業の内容といたしましては、水道法改正により適正な資産管理の推進に向けた

対応といたしまして、水道管の管路台帳の整備に関わるものとなります。 

上水道事業に関しましては、現在、電子媒体での申請書類や管路台帳を管理して

おりますが、平成２９年度においてシステムが一時使用不能となり、業務ができな

くなった経緯がございます。また、大曲上水道の管路台帳システムのサーバの対応

年数が経過したことが、事業実施の要因となります。 

また、債務負担で行う簡易水道事業ですが、現在、紙データのみで管理しており、

当初の設計図面はあるものの、完成図が完全に整備されていない状況にありまして、

６年間で現地調査を行いながら、管路台帳を整備するものでございます。 

  今回の構築事業では、漏水に伴う修理工事を行う際、影響範囲の予測がシステム

で行えるほか、浄水施設の施設台帳を一本化できるなど、拡張性が見込めるものと

しております。また、この度一般質問でご質問いただきました｢管路の老朽化｣に関

する対応として、事業実施により更新計画策定への下地作りになるものと考えてお

ります。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方、お願いをいたします。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６０号、平成３１年度大仙市簡易水道事業会計予

算を議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第６０号、平成３１年度大仙市簡

易水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

    当初予算書は４０７ページをお願いいたします。本日お配りしておりますＡ３判

判資料につきましては、右上に簡水－１と書かれたものをご用意ください。１ペー

ジをお開き願います。 

    はじめに業務の予定量でありますが、給水戸数は対前年度比６戸増の９,０６５戸、

年間総配水量は対前年度比４万５３８立法メートル減の２４２万７,８６６立法メ

ートル、１日平均配水量は対前年度比１１１立方メートル減の６,６５２立方メート

ルを予定しております。 

    次に第３条、収益的収入及び支出でありますが、Ａ３判資料の簡易水道事業会計

当初予算概要の左側をご覧願います。 

    収入の簡易水道事業収益は、対前年比６５７万５千円増の１２億７,５９１万１千

円を見込んでおります。内訳といたしまして、収入の４６パーセントを占める水道

料金は、対前年比１,４４７万８千円増の５億８,７０１万５千円であります。収入

増の主な理由でありますが、平成２２年度から段階的に実施している料金改定が本

年３月をもって経過措置が終了し、４月から全地域が統一料金となることに伴い、

増となるものであります。また、営業外収益は、一般会計からの繰入補助金や長期

前受金戻入などを見込んでおります。なお、一般会計補助金については、大幅な減



 

   - 71 - 

 

少となっておりますが、資本的収入に繰り入れる出資金を合わせた繰入額の合計に

つきましては、中段の右側の方に記載しておりますけれども、合計額では７００万

円減の４億３,３００万円であります。 

    支出の簡易水道事業費用は、対前年比２,４４４万７千円増の１２億４,６３０万

４千円を見込んでおります。内訳といたしましては、営業費用については取水施設、

浄水施設、配水施設等の維持管理費用のほか、簡易水道全般に係る費用及び減価償

却費などであります。また、営業外費用は支払利息などが主な費用であり、そのほ

か特別損失、予備費等を見込んでおります。 

    次に第４条、資本的収入及び支出でありますが、当初予算書は４０８ページ、Ａ

３判資料につきましては、今度は右側の方をご覧願います。 

   資本的収入は、対前年比１億６,０８７万円増の８億１,２７８万５千円を見込ん

でおります。主な内訳といたしまして、企業債及び一般会計からの出資金のほか、

先ほど補正予算の際に減額させていただいた国・県からの移転補償金などを再度計

上しているところであります。 

    資本的支出は、対前年比１億２,９７６万９千円増の１０億９,０８４万８千円を

見込んでおります。主な内訳でありますが、建設改良費は中仙地域入角地区の水源

新設事業に係る機械電気及び導水管工事、協和南部地区の配水管布設替工事などで

あります。 

   なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億７,８０６万３千円につ

きましては、Ａ３判資料の中程に内部留保資金が記載されておりますが、当年度分

損益勘定留保資金、並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填するもの

であります。   

    次に第５条は、債務負担行為の設定であります。 

   予算書は４０８ページの下段になります。 

   上水道事業と同様に統合型ＧＩＳの構築を行うものであり、平成３７年度までに

１億２５８万９千円を限度として、債務負担行為の設定を行うものであります。 

    以上で私からの説明を終わりまして、引き続き、事業担当課長が主な説明を申し

上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、次に事業内容について、当局の説明を求めます。佐々

木水道課長。 

○水道課長（佐々木廣美） それでは議案第６０号、平成３１年度大仙市簡易水道事

業会計予算の事業内容について、説明させていただきます。 
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平成３１年度当初予算(案) 主な事業の説明書 事業説明書１１－４ページ。併せ

まして平成３１年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会資料 簡水－１。右

上に簡水－１と書いた資料の４ページ・５ページをお願いいたします。 

はじめに、神宮寺地区簡易水道事業でございます。 

昨年からの継続事業で、予算額は３,８１５万９千円となっております。昨年度と

比較いたしまして、３,０７０万６千円の増額となります。 

神宮寺地区簡易水道ですが、２カ所ある水源の取水量が減少傾向にあったことか

ら、平成２９年度に第２水源の改良工事を行っておりますが、さらに今後の水道未

普及地域への区域拡張を見据えて新たに水源、第３水源の築造工事、北楢岡地区簡

易水道事業との統合に向け、配水管布設実施設計業務委託などを計上してございま

す。また、３２年度は、未普及地域である大曲・四ツ屋松倉地区の実施設計業務委

託、３３年度は四ツ屋松倉地区の配水管布設工事、隣接する西仙北地域の大野地区

簡易水道を統合するため、実施設計業務委託などを予定してございます。 

次に、事業説明書１１－５ページ、お願いいたします。建設水道常任委員会資料

６ページをお願いいたします。 

こちらも継続事業で、中仙地域の入角地区簡易水道水源新設事業となります。 

予算額は１億１,２６８万円で、８,５３３万５千円の増額となります。 

入角地区簡易水道は、仙北市との境界付近を流れる斉藤川の表流水を水源として

おりますが、上流の崩落や林地開発の影響によりまして、上流の砂防ダムに土砂が

堆積し、雨が降った際は濁度が上昇していることから、新たな水源を確保するもの

でございます。 

これまで水源の調査業務委託や認可変更業務委託、水源の新設工事などを行って

きており、３１年度は導水管の布設と電気設備工事を予定してございます。なお、

３２年度より、新しい水源からの取水による供給を予定してございます。 

  次に、事業説明書１１－６ページ、建設水道常任委員会資料の７ページをお願い

いたします。 

こちらも継続事業の協和南部地区簡易水道事業となります。 

配水管の布設工事等の事業費といたしまして、予算額は２億１,３２３万５千円で、

１億１,４０７万６千円の減額となってございます。 

  施設の経年劣化等による漏水事故が頻繁に起こっている地域で、水道水の安定供

給に支障を来している状況であることから、工事区域を三つに分けまして、これま

で第１・第２工区の実施設計、測量及び地質調査業務委託を行ってきました。 
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３１年度は、３０年度の繰越分として第１工区の管の布設替えと工事監理業務委

託、第２工区の配水管布設替工事と工事監理業務委託、それから第３工区の測量と

実施設計業務委託を予定してございます。また、協和中央地区簡易水道の宮ケ沢浄

水場と今後建設予定の協和南部地区簡易水道事業の新浄水場は、国道を挟んで近接

していることから、今後必要となる施設の統廃合を踏まえ、両地域の統合の有無を

含め、調査検討委託業務を別に計上してございます。 

 次に、事業説明書１１－７ページをお願いいたします。 

こちらは図面は添付してございません。新規事業といたしまして、集中監視シス

テム統合整備事業で、予算額４,２１３万円を計上してございます。 

  各支所内に遠隔監視装置設備を備えて、不具合やトラブル等に対応していただい

ておりますが、機器やシステムの規格が古いため、故障の際には修繕に多額の費用

と時間を要する恐れがあることから、インターネットに対応した新しいシステムに

移行をして、迅速な対応がとれるようにするものでございます。 

これまで、協和地域の一部と神岡地域でシステム更新をしてきておりますが、各

地域のシステム運用状況や緊急性などを勘案しながら年次計画で移行し、将来的に

は全市統一のシステム運用ができればと考えてございます。 

  ３１年度は、協和地域の一部及び南外地域の支所、浄水場、ポンプ場に設置して

ある監視機器の更新経費を計上してございます。 

  続きまして、事業説明書１１－８ページをお願いいたします。建設水道常任委員

会資料は８から１１ページをお願いいたします。 

こちらも新規事業の、河川改修に伴う配水管布設替工事で、予算額１億８６６万

９千円の計上となっております。財源内訳といたしまして、国からの補償費として

９１０万円、県の補償費として８,１７３万１千円を見込んでおります。 

  平成２９年７月の大雨災害による国管理河川の雄物川、及び県管理河川の淀川、

楢岡川の築堤工事に伴いまして、配水管の布設替えを行うものでございます。 

新規事業ではありますが、関連事業といたしまして３０年度の補正予算でありま

したが、協和地域の旧中村馬場地区簡易水道の浄水場を解体してございます。 

資料８ページをご覧願います。 

３１年度は、西仙北地域の大沢川に係る雄物川河川激甚災害対策特別緊急事業と

いたしまして、配水管布設替工事の実施設計と工事を実施します。 

次に、資料９ページをお願いいたします。 

協和地域の淀川地区簡易水道の河川改修に伴う橋梁添架管布設替工事に係る設計
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業務委託を行うもので、協和下淀川地区の馬場橋となります。 

次に、説明資料の１０ページ、お願いいたします。 

同じく、協和下淀川地区の川原橋となります。 

次に、説明資料１１ページをお願いいたします。 

南外地域揚土地区の楢岡川築堤・護岸工事に伴う水道管布設替工事の実施設計業

務委託と入替工事となります。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  どうですか、休憩。はい、暫時休憩を･･･。あまり順調に来たもんで、忘れてしま

った。申し訳ありませんでした。暫時休憩にしたいと思います。再開は２時２０分

にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（ 午後２時０９分 休 憩 ） 

 

（ 午後２時１９分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に議案第６１号、平成３１年度大仙市下水道事業会計予算を議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。今次長。 

○上下水道局次長兼経営管理課長（今 久） 議案第６１号、平成３１年度大仙市下
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水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

   当初予算書は４４１ページ、お願いいたします。Ａ３判の資料につきましては、

右上に下水－１と書かれた資料をご用意ください。１ページをお開き願います。 

   はじめに業務の予定量でありますが、接続戸数は対前年度比３８１戸増の１万３,

６３３戸、年間総処理水量は対前年度比１７万４,４３２立法メートル増の４５８万

９,０５９立法メートル、１日平均処理水量は対前年度比４７８立方メートル増の１

万２,５７２立方メートルを予定しております。 

    次に第３条、収益的収入及び支出でありますが、Ａ３判資料の下水道事業会計当

初予算概要の左側をご覧願います。 

    収入の下水道事業収益は、対前年比１,５１７万５千円減の３５億２,７７９万７

千円を見込んでおります。内訳といたしまして、下水道使用料は対前年比７３３万

５千円増の６億５,５７０万７千円であります。収入増の主な理由は、接続戸数及び

処理水量の増による増収のほか、消費税の増税に伴うものであります。また、営業

外収益は、一般会計からの繰入補助金や長期前受金戻入などを見込んでおります。

なお、一般会計補助金については、基準外繰入分が減少となっており、資本的収入

に繰り入れる出資金を合わせた繰入額の合計は、中段の右側に記載のとおりであり

ますが、２,７２５万５千円減の２０億８,３３９万９千円であります。 

    支出の下水道事業費用は、対前年比９２４万９千円減の２９億３,８１４万４千円

を見込んでおります。内訳といたしまして、営業費用は、管渠や処理場などの維持

管理費用のほか、下水道事業全般に係る費用、流域下水道負担金及び減価償却費な

どであります。また、営業外費用は支払利息が主な費用であり、そのほか特別損失、

予備費等を見込んでおります。なお、消費税及び地方消費税につきましては、これ

まで還付を受けておりましたが、建設改良費の減少により仮払い消費税が不足する

ため、納税の見込みであります。 

    次に第４条、資本的収入及び支出でありますが、当初予算書は４４２ページをお

願いいたします。Ａ３判資料につきましては、右側の方をご覧願います。 

   資本的収入は、対前年比２億２,００５万１千円減の１５億４,９５６万９千円を

見込んでおります。主な内訳といたしまして、企業債、一般会計からの出資金、国

庫補助金などのほか、簡易水道事業と同様に、新たに国・県からの移転補償金が加

わっております。 

    資本的支出は、対前年比２億５９５万６千円減の２４億３,３９１万８千円を見込

んでおります。主な内訳でありますが、建設改良費は大曲及び神岡地域の公共下水
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道事業に係る管渠工事、神岡及び仙北地域の農業集落排水施設を流域下水道に接続

するための実施設計業務委託料などであります。 

   なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８億８,４３４万９千円につ

きましては、Ａ３判資料の中程に内部留保資金が記載されておりますけれども、当

年度分損益勘定留保資金、並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填す

るものであります。   

   以上で私からの説明を終わり、引き続き事業担当課長が主な事業の説明を申し上

げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、次に事業内容について、当局の説明を求めます。佐藤

下水道課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） それでは３１年度下水道事業につきまして、ご説明いた

します。 

主な事業の説明書１１－９ページをご覧ください。 

下水道事業 建設改良費の公共下水道と特定環境保全公共下水道は３億５,６６４

万９千円で、３０年度と比較し、２億３,２９５万１千円の減額となっております。

これは、管渠工事が３０年度の２分の１程度に減少した事が要因であります。財源

は、国庫支出金が１億１,９８８万２千円、市債が２億５４０万円、その他として受

益者負担金・分担金が１,４７５万円、自己資金が１,６６１万７千円となっており

ます。 

  事業内容としましては、公共下水道整備工事は事業費２億３,８８８万円で、大曲

地域と神岡地域の未普及地域解消の管路工事であります。神岡地域の工事は ３１

年度をもって完了であります。大曲地域は３２年度に完了の予定であります。 

参考図面といたしまして、Ａ３判資料、下水―１の４ページ・５ページが大曲地

域の施行予定を記載したもので、６ページが神岡地域の施行予定箇所で赤く着色し

てあります。 

  次に、ストックマネジメント事業は事業費１,４５０万円で、大曲の佐野町、朝日

町、若竹町の旧コミュニティプラント区域の管渠改築更新の実施設計委託業務であ

ります。 

  参考図面は７ページです。 

図面で着色されているところが、改築更新範囲であります。 

  次に、農業集落排水処理施設の流域接続事業は事業費５,３３９万円で、大仙市汚

水処理施設整備構想に基づいて行われる事業であります。神岡地域の神岡東部排水
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処理施設と、仙北地域の薬師・福田・払田排水処理施設の流域下水道への接続の実

施設計であります。 

  参考図面は８ページが神岡東部処理区の位置図で、９ページが仙北地域の福田・

払田・薬師処理区の位置を表示してあります。 

  次に、下水道施設改良・更新工事は事業費６９８万８千円で、仙北地域の特定環

境保全公共下水道で、硫化水素ガスにより腐食したマンホール４基の防食等改良工

事であります。 

次に、長寿命化対策工事は事業費１,５３９万１千円で、西仙北地域強首浄化セン

ターの長寿命化対策で、機械設備・計装設備の更新工事であります。２６年度から

始まりました長寿寿命化対策事業は、この３１年度で完了であります。 

  参考図面は１０ページにあります。 

  最後に、雨水管理計画は事業費２,７５０万円で、大曲地域丸子川流域の市街地を

対象に、雨水排除に特化した｢雨水管理総合計画｣を３０年度に策定中であり、３１

年度は上位計画の流域関連公共下水道認可変更に合わせ、雨水管理計画を盛り込ん

だ大仙市公共下水道の認可変更を行うものであります。 

  参考図面は１１ページです。 

着色部分が管理計画を策定した範囲であります。 

続きまして、主な事業の説明書の１１－１０ページをご覧ください 

  下水道事業 建設改良費の農業集落排水分は４,７６５万３千円で、３０年度と比

較し、３,７９３万３千円の増となっております。財源は市債が２,７５０万円、そ

の他として受益者分担金及び補償金で１,７１５万円、自己資金が３００万３千円と

なっております。 

事業内容としましては、下水道施設改良・更新工事は事業費が１,２１１万８千円

で、仙北地域払田処理区での硫化水素ガスにより腐食したマンホール５基の防食等

改良工事であります。 

  次に、処理施設浸水対策工事は事業費が１,７００万円で、協和地域峰吉川排水処

理施設の浸水対策工事で、３０年度の通用口浸水対策に引き続き、３１年度は窓部

分に浸水対策を施す工事であります。 

  参考図面は１２ページの位置図と、１３ページの浸水対策平面図であります。 

  次に、河川改修関連事業管渠敷設替工事は、雄物川河川改修に伴う事業費が６６

２万２千円で、峰吉川処理区の汚水管敷設替工事２カ所についての設計業務を委託

するものであります。淀川河川改修に伴う事業費が１,１９１万３千円で、淀川河川



 

   - 78 - 

 

改修の橋梁架け替えに伴う、川口処理区及び下淀川処理区の汚水管添架工事の設計

業務を委託するものであります。 

参考図面は１２ページの位置図となります。 

赤丸に赤色着色したところが雄物川河川改修に伴う敷設替えの位置で、緑丸に緑

色着色をしたところが橋梁添架の位置であります。 

続きまして、主な事業の説明書１１－１１ページをご覧ください 

下水道事業 建設改良費の流域下水道建設費負担金は１,９０４万５千円で、３０

年度と比較し、１,４８２万円の増となっております。財源内訳は市債１,９００万

円、自己資金４万５千円です。流域下水道大曲処理区の建設費負担金は、事業費９,

１００万円に対しての負担金が１,９０４万５千円となっております。 

事業内容は、大曲幹線の耐震化管渠詳細設計、それと幹線以外の管渠、ポンプ場

についてのストックマネジメント点検調査、及び大曲処理センターの処理場ストッ

クマネジメント点検調査の委託費に係る負担金であります。 

  続きまして、主な事業の説明書１１－１２ページをご覧ください。 

下水道接続促進事業は、新規事業として事業費が６６３万円となっております。

財源内訳は全て自己資金であります。 

  下水道接続率向上対策業務委託は事業費が３６３万円で、接続率６０パーセント

以下の１０地区２,１１５戸を対象として、未接続世帯へ訪問し、未接続理由と接続

意向を調査・取りまとめをして、接続への誘導を図る業務であります。 

下水道接続促進補助金事業は事業費が３００万円で、３１年度より廃止する事業

・制度に代わるもので、平成３１年４月から平成３６年３月までの期限付きの補助

金事業であります。内容としましては、新築及び建替えに伴う下水道接続工事を除

く排水設備工事を、分担金または負担金の賦課年度から３年以内に便槽及び単独処

理浄化槽から下水道への接続工事行う者に対して２万円の補助をする。それと、合

併処理浄化槽から下水道への接続工事を行う者に対して５万円の補助をするもので

あります 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） そうすれば、この最後の下水道接続促進事業費のところの、使
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用料減免制度の廃止とありますけれども、これ今現在、減免制度の対象となってら

った人いるのかどうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） 今まで使用料の減免というのは、新築と改築以外で下水

道に接続した場合、６カ月間の使用料の減免措置をしておったわけなんですが、昨

年度、賦課漏れがあったのも、この使用料を減免をしまして６カ月後に載せあげな

ければならないのを、ミスで漏れたりしていたもんですから、そういうのを回避す

るのも目的としまして、今回、それから補助金の方へ切り替えたということで、昨

年度ですと、減免というと･･･。すいません、２９年度で７５件の減免者がおりま

した。それで今回も、その人数に合わせた７５件の方を予算計上させていただいて

おります。 

○委員（後藤 健） なるほど。分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

ほかにございませんか。はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） すいません、１１－９の雨水管理計画。これ丸子川流域の雨水

管理計画てなことでしたけれども、この計画して調査するわけでしょうけれども、

それによって今後、例えばどのような事業が予想されるもんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） 今般の雨水管理総合計画では、浸水被害と浸水危険度及

び都市機能集積度により判断した重点対策地区を「井戸関排水区」「黒瀬排水区」

「丸子川排水区」「福見町排水区」「須和町排水区」の五つに定め、優先して排水

対策を実施することといたしました。重点対策地区の整備目標は、計画降水１０年

確率、１時間に５５ミリですけれども、での内水氾濫を防止するというものであり

ます。根本的な対策は雨水貯留池の設置が必要なようですが、整備費用が膨大なた

め、排水ポンプを用いて、可能な限り内水排除について現在検討をしているところ

であります。整備計画の検討結果は３月中にはまとまるんですけれども、今あるポ

ンプ、設置されているポンプも可能かどうか。後は、今あるポンプで賄いきれない

部分については、新たにポンプを設置して行うというようなことを、今、検討を進

めております。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） ポンプの設置の段階で、こういう根拠なくて、なんだか今まで

の実績踏まえて、なんかポンプを設置、口径とか設置したというようなことで、大
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丈夫なのかという話もちょっと前に出た経緯もありますので、これは十分注意して

内水排除に努めてもらいたいというようなことです。 

  あともう一つは、この区域内、今こう、五つだっけすか、区域に分けたんすども、

例えば、ここで流れが悪くなったり、流れが悪い部分については、側溝の改良とか

なんていうことも考えていくもんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） それも検討しましたけれども，側溝を大きく拡げるとか

そういうことにしますと、本当もう、ずっともう当初の方から、また再度検討し直

ししなければならないというようこともありまして、現段階では、側溝の改良等は

考えておりません。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員、どうぞ。 

○委員（佐藤育男） そうすれば、例えば調査して、流れがあまり良くないというよ

うなところについては、例えばそこに停滞する、水が停滞するとかっていう区域が

出はった場合は、それなりのなんか工法を講ずることになるわけだすども、検討し

て行くことだすよね、そういうんたやつ。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） そうですね。今、排水ポンプの方を整備しまして、それ

でほぼほぼ排水できるであろうということで、やって、大雨が来まして、流れが悪

くなったりするような場所が出た場合は、その都度、それに合わせて再度検討を重

ねていくということになると思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） 最近、経験したことのねえ雨というのは頻繁に聞かれるように

なりましたので、この辺り、よくこう水漬くところなので、なんとか内水排除につ

いては検討してやってほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○下水道課長（佐藤恭悦） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。はい、佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） ごめんなさい。最後の下水道接続促進事業。ちょっと聞き漏ら

したかもしれませんが、事業の補助金７５件の２万円、それから５万円の３０件と

あります。これは業者さんに委託して。まず、その上の方に「職員の減少等により、

積極的な個別訪問ができない状況にある」というふうなことで、ここへ事業促進に

係る･･･、これを「委託」て書いてありますが、これ、業者に委託することなんで

すか。 
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○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） 下水道の接続については、今までも職員で世帯を回りま

してお願いをしておったところなんですが、職員の減少に伴いまして回りきれない

というようなこともあり、また、去年から料金徴収を行っておりますストックマネ

ジメントの会社の方で、横手でもそういうようなことをやったという実績があった

ということで、そこら辺の内容を聞き取りまして、今回、可能な限り予算措置をし

ていただき、いくらでも加入促進につながるよう世帯巡りを実施したいなというこ

とで、予算の方を計上させていただきました。 

○委員長（石塚 柏） よろしいでしょうか。佐藤育男委員。 

○委員（佐藤育男） ７５件と３０件、それぞれ補助金違いますが、大体可能な件数

というようなことで考えておられるでしょうか。なかなか今、加入率５０パーセン

トいかないとこ、すいません、中仙はありますんで。 

○下水道課長（佐藤恭悦） すいません、事業説明書の１１－１２の方で２段ありま

すけれども、上の方については、これが本当に業者の方へ委託しまして、要するに

加入促進の方をお願いするということで、下の方につきましては補助金の方なんで

すけれども、下の方が補助金でして、２万円の補助金を７５件で、あと５万円が３

０件というようなことでやっておりまして、先ほど言いましたけれども７５件につ

きましては、２９年度の実績に基づきました件数です。下の方の３０件につきまし

ては２９年度１４件でしたので、今回補助金を出すということで、幾分接続されて

くれる方が増えるかなということで、倍の３０件の方を計上させていただいており

ます。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○委員（佐藤育男） ということは、実績踏まえて、可能な戸数という、合わせて１

０５戸なりますが、可能な戸数ということですね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤課長。 

○下水道課長（佐藤恭悦） ええ、そうです。そのように考えております。 

○委員（佐藤育男） はい、オーケーです。 

○委員長（石塚 柏） はい。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に、所管事務に係る閉会中の継続審査、及び調査に関する

件について、お諮りします。 

お手元に配付しております案件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査

及び調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は全て

終了いたしました。 

なお、当委員会の審査報告書及び委員長報告の案文につきましては、委員長にご

一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、そのように決しました。 

以上をもちまして、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

２日間にわたりまして、大変ご苦労様でございました。 

ありがとうございます。 

 

午後２時４７分 閉  会 
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